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之
死
亡
は
生
ぎ
と
し
生
け
る
も
の
：

\

不
可
避
：の§

で
あ
ね
、
從
っ
て
1

及
び
衛
生
施
設
の
進
步
に
ょ
っ
て
多
少 

と
も
壽
命
を
延
ば
し
得
る
と
し
て
も
、

.

死
亡
.

そ
の
も
，

§

を
根
絶
せ
し'め
る
こ
と
は
素
ょ
り
：不
可
能
で

‘

か
を
。
斯
く
て
.出
生
率
於
無
て 

低

ず

；
る
‘

可

，
能

性

を

有

ず

る

に

：
對

し

、

死

亡

率

に

は

一
.

定
の
服
虔
が
あ
：る
と
い
ふ
事
に
な
る

0.
を
し
：て
事
實.か
、
る
謝
國
の
實
例
に
徵
' 

も

凝
.
亡
：
S

:

低
下
は
最
：近
そ
の
.‘步
調
極
め
ず
緩
漫
：と
な
つ
：て
來
た
の
で
あ
る
。
？
：

 

..；
 

.

. 

. 

V

 

‘

.

上
；記
めi

を
見
れ
ば
、
.
ぜ

生

：率

は

漸

減

し

來

つ

：
た

と

'
.は

い

，

へ
： -

大

：
戰

中

の

薛

殊

時

期

を

除

く

外

'

:

^

,

;

死
.

亡
.
率

を

鶴

過

し

、
，
例 

へ.
，
ぱ

廣

が

偶

き

4

丸
ニ
ニ
ニ
.
ザ

に

於

：

も

r

お

ホ

缴

し

出

生

率

は

尙

.
ほ̂
^
^
^ ̂

南

者

の

：
差

即

，
ち

自

然

增

加

率

は 

ー
ま
冗
で
ぉ^
9
0
:
:實
數
に
就
て
ー
見
れ
ぱ
死
亡
は
セ

S

G

>

八
0

1

a

ィ-
s

生
ぼ
九
五
六

《

九

：
^

<

で
，i

然
槽
伽
：
^

で̂̂
^
^
^

す

タ

ザ

出

生

が

死t

s
過
f

脚.

は̂
げ
：人
口
，ほ
依
然
槽
加
教

：. 一

路

を

營

，わ
け
で
、
ぶ
ロ
減
れ
か

W

を
.
瓶
t
暮

M

だ
に
/ 

爲
し
得
ざ
る
み
如
く
感
せ
し
め
ぉ
か
，

知̂

れ

ぬ

，
？
：

.
傲

：し

參

と

も

人

日

絲

；

J| ；2

に
關
じV.

知

る

め

象

：

.

5

 

人 
I

I

P
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±

§

 へ

:
.
f

.
 
r

ぎ

き

-

.

ざ
；.，^

シい

,.；レ
：ん

レ
；；

を

？

」

お
を
ハ
ー
；

^

,

ル
レ

f

を
れ
，ぐぐい

I



I

力

c
r

七
ニ
六)

.ち
に
認
め
ぅ
を
誉
で
あ
，る0
查
し
將
來
人
口
の
稽
减
を-決
定
す
る
，.？
れ
は
、.欺
に
'モ
ロ4

•人
に
付S

て
算
％
^
れ
た
！
^
謂

出

生

及

び

ぉ 

の

醫

®

な
ぐ
、：W

は
求
ロ
構
成
：ょ.ひS

發
ザ
る
'出
生
あ
び
死
亡
.の

糖

ま

以

て

あ

る

々

例

へ

ぱ

S
-

乙s
s

び
出
生
寧
が 

人
0
千
.に
つ
き
共
ぬ
ヨ0

だ
と
しP

 

若
しS-

國
m
於.

F

は
生
産
年
瞭
人
口‘の
，割

合

が

多

く

 

V
.反

默ii

乙

國

に

於

て

.は

幼

老

ギ

齢

人 

r
tの
割
合
が
多S

と
す
れ
'ぱ
> 
後
者
は
前
者
に
比
し
て
割
合
に.多N/-の

！*}̂

供

む

こ

と

を

意

，味
す
る0 

:
. 

.

.。然
し
更
に
；

1.
步
を
進
め
て
#
.へ
れ
ば
、\假
命
兩
國
人
.

ci

の
：年

船

構

成

は

！

T
F

と

ほP

も

、
，
も

し

；婚

姻

者

；の
：割

合

等

に

差

：が

あ

れ

ば

、

1同
.

1

0

$
生

率

も

狭

し

て

同

.
r

の
生
殖
力
.を
意
味
し
な
で
あ
ら
ぅO
W死
亡
率
に
就
て
も
亦
然
り
で
あ
つ
て
、
耍
す
る
に
人
口
構
成
を 

無
視
し
て
勝
艰
人C

の
趨
勢
を
推
す
こi
ぱ

全

ぐ

不

可

能

：ど

.言

.つ
て
阜
い
の.？で
あ
；
る0.
.
今

日

の

人

，

ロ
：.

統
計
寧
は
、
：斯̂

:計
算
に
，重

點

を

置

從
'ウ
.て
各
：種
0
,精
微
な
.る
許
算
法
^
案̂
出
す
る
に
至
づ
だ
？
本
論
ネ
の.對
照
は
政
策
で
あ
つ
.て
絲
ぽ
的
カ
法
蔬 

サ
は
な
い
か
ら
、
曲
處
に
を
め
難
を
記
述
す
る
，事

は

出

來

な

間

題
0
獨
逸
將
來
人
：ロ
：ど
理0
す
る
翁
に
、

.
と̂
し
て
プ
：ル
ク 

辣
ス
K

I
氏
ね
W
尊
に
.據
つ
て
、
同
國
り
出
生.及
び
：死
.亡
、の

徽

率

を

取

め

ゾ

底

機

£
篇
'を
明
か
に
し
た
一

i

と
思
ふ
。

.
 

S
 

.死
亡
精
寧
。
死
亡
粗
率
は
人
口
：千
人
に
：つ
ノ
み
て
の

4
.

ヶ
、あ
間
の
死
t
數
f
あ
：る
か
ら
^

.割
た
高
で
あ
る
と
思
は
れ
る
か
も
知
れ
ぬ9
然
ら
ぱI
九
三
三
ハ
キ
の

1
1

な
る
死
亡
率
か
ら
は
九
十

一

歳
な
る
平
均
壽
命
が
算
出
さ 

れ

る

が

ツ

ど

れ

は

素

よ

り

：不

合
理

.で
：、

：

か
A
る

ほ

極

め
て
み
數
の
人.ダ
.に
の
：み

許

さ

れ

た

特

權

に

.過

ぎ

な

5.0:

震

の

''平

均

壽

命 

は
、
'

I

九
！
‘
S年
か
らI.

九
ニ
六
年
先
で
の
本
均
に
據
れ
ぱ
、.冗
十セ

.,
四
歲
で
ざ
る
o 

.
:
f
v
^

こ
.の
.お
^

づf

セ•§
;:

こ
あ
.，
：へ
死y..

め
.眞
相
、.即
ち
死y

精
率
と
な
ら
ね
ぱ
な
ら
ぬ0
.
:こ
の
ま
率
特
を
意
.味
す
る
か
0
:ぐ

遂
，ま

る
#
熊

的(

即
ち
增
加
も
減
少
も
せ
ざ
る
所
謂
停
滞
的
な

)

人
口
に
於
せK?

理
論
的
或
ひ
は
正
常
的
死
亡
率
に
外
な
ら
ぬ
。
廣

在
の
獨
逸
の
死
亡
姐
率
が
こ
れ
な
り
も
遙
か
に
低

S

の
畢
读
そ
の
人
ロ
構
成
が
静
態
的
な
ら
す
、
幼
老
階
級
に
比
し
て
狀
年
階
級

が
♦
き
鎮
で
あ
つ
て
、
從
っ
て
現-1̂

の
ま
弗
■
級
が
老
萍
階韻
に
移
る
に
從
っ
て
次
第
に
死
た
卒
は
高
ま
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。

殺
國
の
如
き
は
正
に
こ
の
反#
で
、
死
亡
精
率Ijgl

前
後
に
對
し
、
粗
率
は
ニ0
未
滿
で
あ
る
。

：

；
'

-(

註)

平
均
と
は
零
ま
の
者
の
平
均
ほ
を
指
す
。
乳
幼
兒
の
死-p

率
は
極
め
て
高
い
の
が
常
で
、
例
へ
ぱ
本
邦
で
は
滿!

歳
朱
滿
の
死
亡 

.

き
は
全
死
亡
者
の
二
割
乃
至
二
割
.五
分
を
占
め
て
ゐ
る
。
故
に
生
後
數¥

間
の
危
臉
期
を
無
事
に
生
：延
び
れ
ほ
*
平
.均

除

^

は

零

歳

の

者

ょ

り 

も却ウて大なるの

'で
あ
.る
。
1

S
の
平
均i

命
が
零
®
の
.

rV

れ
ょ
り
も
大
な
る
は
な
れ
が
ザ
あ
る
Q 

<

.

(

b
y
,出
生
精
率
及
び
標
準
出
生
率0
,死
亡
精
率
の
算
出
に
比
す
れ
ば
出
生
の
そ
れ
は
可
成
り
複
雜
で
あ
る

a

伸
し
理
論
的
前
提
が

失
張
り
.静
態
的
人
ロ
>で
あ
る
事
は
全
ぐ
同
綴
せ
あ
る0
.
:
獨
逸
人
口
：に
於
て
特
に
壯
年
階
級
ね
割
合
の
多
い
事
は

g

に
.述
べ
た
が
、
幾
何

の
程
廣
に
多
い'か
は
1

的
人
ロ
の
.場
合
を
基
準
と
し
て
測
る
外
：は
な
い
。
い
あ
赃
|
8
^
银
撒
婦
人
數(

架

齡

十

冗

歲

以

^
^
ぱ

十

冗

歲

ま

で
の
：婦
人
總
數y

は一

九T1

七
银
の
實
數
は
千
六
百
四
十
萬
で
あ
る
，
9
を
，し
て
同
年
の
總
人
口
を
静
譲
的
構
成
に
換
算
す
れ
ぱ
、
お
の
，

數
字
は
千
H
.百m

十

萬

に

.
減

少

す

J
^
o
:

(

換
言
す
れ
ば
千
.六
百

g

十
萬
な
る
數
字
ほ
七
中
八
商
萬
の
静
態

人口にる她ホ年齡婦

人
數.H

該
當
す
る
.

)

o
今
日
の
死
亡
#
の
下
於
て
：ゆ
、
右
の
彼
！
^
年
齢
婦
人
千
人
に
っ
き
毎
年
八

一:11*1ニ

人

が

生

れ

、

ぱ

、
.
即

ち

年

々

百
ニ

I

十
六
萬
六
予
人
が
生
れ

〜

ぱ
、
'七
千
八
百
萬
な
る
#
態
入
口
が
辛
じ
て
保
持
さ
れ
る
々
然
る
に
同
年
の
出
生
實
數
は
僅
か
に
百
十

4

ハ
萬
に
過
ぎ
な
い
か
ケ
約

rf4-

萬
>
v即
ち
略
々rs

:

五
分
だ
け
不
足
し
た
事
に.な
る
© 

:

:
 
'斯
く
她
学
年
齡
婦
人
千
八
に
ク
き
算
レ
た
出
生
.率
を
出
生
精
率
と
呼
ぶ
が
、

.

俳
し
.こ
Q
情

率

は

人

口

槽

加

を

測

定

す

る
：：

爲

に

は

未 

人

！
^
政
策
機
論

 

>
j
, 

5
1
.
4
0

......

i



，
♦
チ
ズ
人
ぱ
政
齋
槪
歸 

ル

へ

1,

七
二
八)

だ.

以
て
不
充
分
や
あ
る
。

.

蓋
し
赃
孕
年
蹄
婦
人
也
す
し
も
全
部
が
出
産
な
る
仕
事
に
當
る
か
：や
ホ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
間
題
と
な
る 

‘
&

は
、
そ
の
う
ち
で

.

結
婚
せ
る
者
に
限
ら
れ

t
<
?。

斯<

し
て
十
五
歲
以
上
西
十
冗

®

ま.

で
の
有
：配
偶
婦
人
千
に
つ
い
て
の
所
謂

「

德
準 

出
生
率

」

：
が
必
要
と
さ
れ
の
；で
あ
る
。

，一 .

九T
I

H

年
の
調
査
に
，か
れ
ば
、

.

斯
か
る
鎮
人
ほ
赃
孕
年
敝
婦
人
：總
人
ロ
の
約
四

A

•

ニ
！％ 

で
V

I

九
，

1
:

0

平
ひ
五

1
.

•

れ
ギ
に
比
し
て
著
し

5

減
少
を.

示
し
て.

ゐ.

る0

こ
れ
は

j

部
は
結
婚

年
！！

の
次
第
に
高
ま
つ
た
爲
で
あ
り
、 

..J-

部.

ほ
大
戰
め
よ
る
莫
大
な
男
子
戰

： ®

者
0

た
め.

結
婚
：不
可
能
：と
な

☆

た
婦
人
の
激
增
し
：た
爲
で
：あ
る

0

，
，か
ぐ
て

.

！：九

1
,
1:

冗
年
の
赃
孕 

年
齢
婦
人
數
を

1

丸.！  
0

年
を
基
準
と
ず
る
數
'に
携
算
す
れ
ぱ

(
(

5
1

:
4

8
,

3
=

1
6
.
4
0
0
.
0
0
0
" 

X)、

节
五
瓦.

H

十
萬
人
と
な
り
、
約 

百
十
萬
人
を
減
少
す
る
事
に
な
る

P

而
も
斯
く
換
算
せ
る
婦
人
：敷

.

が
；そ
れ
に
誅
當
す
る
静
態
人
：ロ

〈

七
’

千
ニ

一

百
萬

人
；： I

,
を
保
持
す
る
爲

に
も
猶
ほ
每
解
の
出
生
は
百
二
十
五
萬
！
^
‘千
な
る
を
要
し
、
出
生
實
觀
を
可
成
り’超
過
す
.る
れ
で
あ
る
0.
.
こ

れ

は

九

％

の

出

生

不

足

を

意
味
す
る
タ

.V. 

:

へ

シ

；
--

J

 

V:,:.

ふ
.

，：
.

？
ブ
，：ン
，：
：
ゾ

.

併
し
こ
の
一r

つ
の
出
生
率
、
即
ち
出
生
精
率
と
標
準
出
生
舉
と
は
、
共
に
现
在
獨
逸
の
瓶
孕
年
齡
婦
人
數
及
び
有
酣
偶
婦
人
數
か
ら 

算
出
し
た
假
数
的
な
靜
態
的
人
ロ
に
就
て
安
當
す
ぺ
き
出
生
率
で
あ
ウ
て
、
前
者
に
從
ぺ
總
人
ロ
，は

.

七
や
八
百
萬
に

3
1、

て
.等
滞
す
ベ 

く
、.
淡
紫
に
箱
へ
ぱ
七
千
三
百
萬
に
於
て
停
滞
す
る
事
を
意
味
す
る
。
然
る
に
現
實
の
獨
逸
人
ロ
は
六
千
三
百
二
十
五
せ
あ
る
か
ら
，
 

右
の
！一

つ
の
静
態
的
人
口
と
は
千
萬
乃
至
千
五
百
萬
の
：差
が
あ
る
の

.

である。故に問題は親在のか出生精及び標準出生 

，
が
な
ほ
ょ
く
現
液
の
人
口
を
保
持
し
う
る
や
否
や
と
い
ふ
事
で
あ
る
。

六
千m

百
二
十
五
萬
な
る
現
在
人
口
を
保
持
し
う
る
か
否
か
を
審
か
に
す
る
爲
に
は
、
右
人
ロ
を

I

應
靜
態
的
人
口
と
假
定
せ
ね
デ

な
ら
ぬ
◊
然
ら
ば
を
の
.場
合
の
她
舉
ギ
®

婦

人

數

，
は

千

.
二
.
'
一 

百
三
十
萬
と
な
.る
：

g

ら一
g
!
^

 

出
生

生
數
は
百
寓
八
モ(

實
數
は
百
.
+

.六
萬)

と
な
る
。
然
る
に
旣
述
せ
る
死
亡
精
率
！
七
•

回
か
ら
死
亡
數
を
算
出
す
れ
ば
、

1
7
,
4
X
6
3
,

 

2
.
5
0
,
,
0
0
0
=
1
1
0
0
5
S
0

即
ち
約
百
十
萬
人
と
な
る
。
‘

言
ふ
：迄
も
なく
 

！
定
の
人
口
を
保
持
デ
に
を
少
く
と
も
出
生
と
死
亡
と
が 

相
平
均
せ
ね
ば
な
ら
ね0
然
る
に
上
記
の
評
算
に
ょ
れ
ぱ
死
亡
'は

明

か

に

战

生

^
^
'
超

適

し

て

ゐ

で

か

，
る

0

こ
れ
ま
は
右e

數
字
を 

比
率
に
換
算
す
れ
ぱ一

層
明
か
と̂
^

ら
ぅ
0

:
即
ち
.

1

九
ニ
ゼ
年
に
は
出
生
粗
取&

八
.

四
、、
死
亡
歡
率
ば
，ニ
 

ー.
0

で
ぁ
る 

千
に
つ
.

f

ハ•g
i
s;:

だ
け
墻
加
し
た
事
に
な
る
が
、
も
し
：

せ
る
举
を
採
れ
ば
死
亡
舉
は
一

' 

セ•
s
、
5
^

生
举
^
! r

を

九

(お
|

|
^

 

X
.

1
0

0
)

と
な
；

反
對
にT

•
冗
人
だ
け
減
少
し
た
事
に
な
る。
'こ
れ
は
必
耍
な
出
生
數
が
九
％
不
足
ぜ

を
,：

^

意
嗽
し
、
而
と
の
傾 

向
は
次
敦
の
，如
く
雨
後
猛
々
缴
し
き
を
加
へ
取
っ
た
の
で
あ
る

、

，
"

，

1926 

: 

’ 

CD

ケ

ぽ

锻

1927 

、
、 

U

1
 

、、

1929 

、
、

i
s
S
o

 

ニ 

S
3

1

 

ニ

1932,,.:, 

'へ

レ
-
 

S
3

3

 

‘
. 

■

 

~y

ナ
チ
：ス
人

'

ロ
：映
策
微
输

2
-

3

ふ
ミ

參

1
7

《
'

暴

29

ベ 

3
1

タ

(
1

七

！

1

九
y
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バ I

r ’. n
； r

■I- s

I

•K.

チ
ス
.，人
口
政
策
i

 

ニ
ニ 

u
:

七
.ニ
ミ

J

ま
 

i

l

l

 

S
 
:

i
§

こ

れ

が

現

在

獨

逸

人

ロ

動

態

の

W

相

で

あ

る

o
'新

か

る

狀

態

か

ら

歸

給

さ

れ

^
^
將

來

人

ロ

の
：豫
想
は
素
ょ
り
蓮
だ
§

た
ら
ざ
る
を 

得

な

5

0
言

ふ

迄

も

な

く

か

V

る

豫

想

を

數

字

的

に

表

現

す

る

こ

と

は

難

事

中

の

難

事

で

あ

る

。

此

處

に

は

そ

の

.詳

細

に

觸

れ

る

こ

と
 

な

く

、
單

に

獨

逸

統

計

盾

作

製

の

圓

表

(

次

頁

)

を

紹

介

於

^

aに

±

め

た

い

。

A

線

は

每

年

の

皇

數

が

！

九

1
1

六

年

の

出

生

總

數

(

百

十
 

六

萬

)

人
に
^
し
い
と
假
^
^
!
し

た

場

合

で

あ

り

.
、

B

線

は

出

生

精

率

が

一

九

冗

五

年
ま
で
毎

年

！

づ
っ
減
退
し
て
俘
止
す
る
と
假
走 

し

た

場

合

で

ホ
り
、
C

線

は

1

九

ニ

七

年

の

出

生

精

率

が

，

の

ま

ん

持

續

さ
れ
る
と

I

し
た
場
合
であ
る

。

各

々

の

場
合
の
給
嚴
の 

間

に

は

大

な

る

‘相

逮

は

あ

る

け

れ

ど

も

、

何

れ

に

し

て

も

人n

減

退

の

危

機

を

：

$
1

ぐ

る

g

に

於

て

は

異

る
と
こ

ろ

は

な5

の

で

あ

る

。

死
灰
の
間
ょ
りW

生
し
昔
日
S

横
に
向
っ
て
邁
進
し
っ
、
あ
彭
ぼ
逸
が
自
己
民
族
の
斯
か
る

1
0!

然
的
消
減
を
挑
手傍
觀
す 

i

替
は
な
，
s

o

‘
.チ.：チ
'
ス
獨
逸
の
第一
の
課
風
が
斯
く
て
か
、
る
人
口
衰
勢
へ
の
桃
戰
と
な
っ
た
の
は
蓋
し
當
然
で
あ
る
。
俳
し
私
が
獨 

逸
-
:
T

S

跋
策
す
っi

て
特
に
味
を
败
す
る̂

以
の
も
の
：

t
r

か
i

る

數

的

危

機

に

て
'

^
常
に
'素
賞
改
善
に
親
す
ん
努
力
の
沸
は 

れ

っ

、
あ

る

事

で

あ

る

Q

彼
等
の
求
む
る
も0^
は
良
暮
貧
の
國
民'
の
槽
加
で
あ
り
‘
こ
れ
が
爲
に
ほ
或
を
靈
ま
で
は
數 

.
鶴
g

に
供
せ
ら
れ
ざ̂
o
を
得
な
い
o

素
み
り
彼
等
：の

！
！

ふ
，

「

良
き
氣
賞

」

な
！

の；i

多
少
政
暇
的
意
味
を
包
合
す
る
か
ら- 

じ
も
晋
<

の
無
條
仲
に
，喝
采
し
ぅ
る.性
貧
の
も
の.
ホ
は
.：な
い
0 

#

.し
理
想
實
現
の
爲
の
：氣
等
の'熱
意
^
^
^
^
^

評
倩
さ
れ
て
な
の
で
あ
っ
て
、

1
^
,
5
:

彼

等

の

求

む「

上
き
素
質」

の
大
华
.は
、
同
時
に
齊
々
日
本
人
の
求
む
べ
き

r

ょ
き
素
質」

‘とT

敷
す
る
に
於
て
％
や
で
あ
る
0
" 

,■

私
は
以
下
順
を
填
っ
て
ナ
チ.ス
政
府
の
各
®
人n

政
策
及
び
規
定
、
即
ち
婚
姻
貸
付
法

t
E
i
^
e
s
t
a
n
d
s
d
a
t
e
n
)
、

ぎ
兒
金
支
給
規

C ：']



ナ
チ
ス
人
、

n

政
s

論
：
，
. 

ニ
ー
‘ 

(

1

2

5

"

.

子
女
の
多
寡
に
よ
る
家
族
S

の
不
i

を
f

す
る
爲
の
新
税
法
、
農
場
設
定
：(s

i
e
d
l
l
)
、

獨
逸
の
血
：と
獨
逸
の
名
譽
を
采 

学

I

の
法
律(

G
I
Z
.
Z
U
m

 

s
c
h
i

 a
e
l
t
i
f

 n::BIUtes. 

g
d 

I
 

J

 

其
他
i

£

會i

生
的
立
法
等

に
っ
き
說
明
を
加
へ
た
い0:ミ

.：
婚
姻
貸
付
制
度
：
：

：

 

V: 
. 

- 

.

婚

姻

貸

付

は
一

九

三

三

弗

六

.月

一

，日Q

失
業
.緩
和
法
の
內
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
、
直
接
の
目
的
は
婚
姻
數
を
增
加
せ
し
ぎ
事
に 

よ
り
て
國
内
市
に
於
け
る
物
資
需
耍
を
增
大
せ
し
め
、
以
て
失
業
者
.に
就
職
の
機
會
を
與
る
と
共
に
、
他
方
職
業
婦
人
を
家
庭
に 

追
ひ
力
へ
し
.
.
.
こ

れ

ラ

っ

て

生

じ

た

間

隙

，を

男

子

失

業

者

に

提

供

せ

ん

と

す

，る
に
在

.る
。
俳
し
同
法
が
同
時
に
明
白
な
産
兒
獎
勵
の 

意
圖
に
出
す
き
と
は
、
該
貸
付
金
償
靈
定
の
か
に
容
易
に
窺
へ
る
の
で
あ
る
。
同
法

i

.
ヶ

條

の

本

文

と

、

更

に

同

年

六

月

ニ

ト 

日
及
び
二
十
六
日
附
の
施
行
細
则
と
よ
り
成
る
。

rv,

の
本
文
を
見
る
に:

m1

條
、
.本
法
實
施
後
婚
姻
せ
ん
と
す
る
獨
逸
人
民
は
I

に
よ
り！

千
I

ま
で
の
婚
姻
貸
付
を
與
へ
ら
る

0

そ
の
爲
に
必
要
な 

る
條
か
は
次
の
す

(

a)

.
婚
姻
せ
ん
と
す
る
婦
人
は
請
求
提
出
前
の
最
後
の
ニ
年
間
；

2

に
少
く
と
も
九
ヶ
月
聞
國
內
に
於
て
被
雇
傭
關
係
に
在
.

CV

た
る 

こ
と

.(

b)

婚
姻
せ
ん
と
す
る
婦
人
は
被
雇
傭
人
と
し.て
の
行
爲
を
放
.棄
す
る
こ
と

(

C ) 

せ
ん
と
す
る
婦
人
は
夫0
月
牧
が
百
ニ
..十
五
馬
克
を
超
ゆ
る.限
り
、
’又
貸
付
金
.を
完
濟
せ
ざ
る
.眼
り
、
.被

雇

と

i

. 

し
て
.の
行
爲
を
再
び
せ
ざ.る
義
務
を
.

こ
i
'
. 

;

i

.

r

.第
二
媚
、
婚
響
付
は
無
利
子
と'し
、
.每
月元

.® 

遺
す
ベ
"，̂
'タ
^
 ̂

.

ン

：

i
 

、ぃ，

■ 

'

 

養
卷
婚
姻
貸
仲
の
交
付
は
物
資
購
入
票

(Bed^sdec?£iull

賓cheinenY,

を

以

て

す

こ

と
：

.

t

，'レ-
-
' 

\ 

- 

■ 

■ 

■

.
:
.
.り.
-
-
-
-
...
 
: 

.
 

.
V
.
-
/ 

.い
 

V 

ニ 
パ.
\ニ-
、

C 

り
-一.
.
-
:
-
v
v
- 

v
.
r
-.1

.,

.

第
四
條
、.潘

姻

資

付

に

；
必
，要

ま

，金

額

は

婚

厕

助

成

金

(Ehes:ta

潜

Hf’e)

を

以

て

充.つ
る.こ
と
。こ
の

助

成

翁

は

r

所

得

税

法

，に

パ
 

.
 

,

.

.
い：
、

.
 

.

-

、

 

， 

.
 
.....
 

,
 

' 

■
 

r, 

'
 
•
 

•
 

\

 

.

.

.

.

,

規

定

さ

，る

、

1̂
.

を

有

す

る

獨

身

ま

ょ

サ

徵

牧

す
.
.
■ 

. 

H
 

' 

.

條
、AJ 

A
ぐIIS

ふ

獨

身

ま

は

、
顧

婚

落

ぷ

ま

及

び

キ

供

を

ま

ざ

；

P

配
偶
死
亡
者
及
，
^
響

者

を

票

。

右

の

文

に

對-し

更

に

略

々

，
身

P

知

暮
定
が
追
加
さ
れ
た。
.

，‘

に

.
 

> 

:

:

ん

-
 

C ) 

'
#の
.諧
項U

該

す

る

者

に

は

婚

姻

蒸

を

行

參
，
'
 

:

パ

‘
 

:

.

.
o
r
, 

’
H

け

.

(

a)

夫
婦
の1

方
.が
市
民
厳
を
有
せ
ざ
る
と
き
，
？
，，.：

：

■
 

■
.

.マ-

.
：.

r 

.

.

.

. 

■
 

■
 

■
 

■
 

、
‘バ 

V 

t レ
.：.
V-;、

-レ
 r

;
-

パ--,‘.-

r 

r
-

お
b )

一
 

ま
韻
の
，

i.

方
の
，政

，溜

⑩

思

细

ょ

み

し

て

、

■

(

文
は
：̂

〕

.，
が

湖

時

な̂
;

tAJ

も
篇
谓
,

國
家
i

に
挺
身
す
る
こ
と
な
か 

ベ
し
，と

豫

想

さ

る

A
と

き

‘，

_

 
^
 

•

■
 

.

. 

' 

* 

.
 

.

.
r 

.

.

パ.
：
.
：
-
'
*
. 

...
 

-
 

.
.. 

...
 

<■-. 

..
 

..
 

....
 

-
 

, 

..I 

.

.

.

.

.

i

傳
，
篇

神
.ゆ
又
せ
肉
徹
：的

族

德

膚

み

：っ
ネ
結
婚̂
^
其
の利

！！
，

と

認

め

ら

れ

ざ

る
：

=

(
一
D

 

湖
に
ー
ぷ
：
£
る̂
▲

^

兒
の
.出
生
ご
と
に
元
金
の
ニ
割
五
分
を
免
除
す

o

:

ぃ
出§
ズ

と

に

當

厲̂̂肅

求
に-
:ょ.ン

獵
*
廣
嚇

の

；腐

遺

？

^
サ

：ニ

ネ

旧

ゆ

抑

間

伤

に

，眼

り

廣

す

る

許

冗

を

與

：ま

を

得

マ

、
-
 

〈

さ)

、
婚

溯&

ポ

韻

ま

際-

iK

ま傳染病
文は：

^
命
の
危
臉
あ
る
疾
患
を
有
す
る
場
合
に
は
與.へ
：
一
ら
れ
ヤ

'

ナ
チ
ス
，
人
，
ロ
政

1

論

.と

(
！：：

七
1
§)



.

ナ
チ.
ス
人.
？

^

, 

1

き
 

a

s

,

®

,

'

(

四
y

夫

隨

：キ
、
^

^

が
|

3

|

^ま

讚

的

又̂

!

^

^

^

患
を
？
1
|
:赴

ま
#

實
、：：ぃ：
1

^

ま

輪

の

，
！
ま

が

©

求

め

、
際

震

病

又

は

生

命
 

0
^

ま

：
®

^

ま

讓

漢

る

事

實

は

、
官
I

f

:

は
海
別
：

Q

遺

に

、
I

:

て
認
め
ら
れ
た
る
i

s

明
書
に
ょ
っ
て

激

增

加

み

i

の
ま
i

A

i

ル
i

ま

業

f

忙
I

し
ぅ
一
を
t

關
，,

1

1
よ

り

を

I

I

に

霞

す
る
事
困
難
で
あ
‘ 

J

^

o 

:
祸
-
;
^
;
^
>
^
,
ふ

^
^
^
^
^
梵

が

戰

後

驚

く

ぺ

き

勢

ひ

を

以

て

增

大

し

た

獨

逸

に

於

て

、

こ

れ

が

爲

に

男

子

の

纖

業 

跪

園

が

著

し

唐

せ

.

^

ま
—

サ
ハ
ー
^

上
一
の
法

i

f

^

ね，
®̂ぃ
め
⑩的を

f

り
ふ
.
あ
'

る
I

は
容
易
にi
 

像
し
.
ぅ

る

と

こ

ま

あJ
^

o 

一，
i}

<
^
^

遂

ギ

局

の

最

も

留

意

す

る

と

と

：ろ
で
あ
り
、
事
實
そ
の
發
表
す
る
數
字
に
：據
れ
ぱ
、
ナ 

チ
ス&

揽
P

脚
^

ぽ

れ

や

月

の
i

i

激
約
六
百
萬
は.！：
.
.九m

五
年
七
月
に
は
僅
か
百
七
十
五
萬
に
激
減
し
て
ゐ 

る
o
'素
，

H

セ
！^
人

は

ま

ま

、
一
タ

^

^

か
ら
、
を

の

ま

適

斷

す

べ

き

で

は

な

レ

。
蓋
し

i

l

l

は
■

の
當
に
よ
つ

て

如

嚴

ま

規

ま

来

ネ
P
ヤ

ま

v̂
、

例

へ

ぱ

半

ま

ま

失

業

ま

觸

ま

か

ま
i

s

1

’
は
^

る
の
で
あ
る
：
o

,

i

i

逸
ま
於
て
はi

お

ぜ

る

。
■

ま

1
^

ま

重

を

極

か

例

へ

ぱ5

人
が
I

I

聚

更

に

嘉

に

よ
 

ゥ
て
報
酬
を
受
乂
^

?

て
，
を

激

ぜ

；
も

れ

>

^

9

、̂̂
ポ
■

ま

。■

ま

l

^

①
4
.
.ま

ま

、
全

失

業

は

ぜ

す

ま

が 

と
同
1

^

ず

半

次̂

;

^

恐
ら
.
^
.
.糟̂
加
す
，
^

ま

あ

つ

て

ぷ

き

.ま

遂

浮

ね

が

ま

ぱ

獨

逸

失

業

貌

評

に

表

は

れ

た

失

業

の

減 

少
は
♦

大
の
糧
廣S

問
の
％

她

が

ま

の.で
あ
る
。
故
に
婦
人
！

^

■
:

の
制
服
，を
つ
て
幾
何
の
程
度
ま
で
男
子
勞
働
者
の
就
職
機
會 

を
擴
大
し
た
か
は
、
.
こ
れ
を
正
確
に
測
定
す
t

と
不
可
能
と
思
は
れ
る
0

:

こ
れ
に
反.し
、
こ.
の
：
法

令

の

實

施

に

ょ

力

：
て

得

ら

れ

§

姻

微

と

出

生

數

§

加
は
.

大5

に
顯
著
な
る
も
の
が
あ
.

る
。
，2

に
こ
の 

制
鹿
を
！
：用
し
て
成
立
..J

た

婚

姻

數

は

左

の

如

く

で

あ

，
る

0
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.:
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;

.,:

‘
‘
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1

九

三

三

年

第

四

半

期

， 

J
,

九m
s
a
*

第

，

I
.

半

期- 

:.■
!

九
ニ一

四

年

第

U
t
-
M
,

 

1

九

三.
四

年

第

1
1
1

半

期

， 

1

九l
l
i

年

第

西

平

期

，

.

J

九
ニ
一
 

五
，年

律
‘.

I
.

.
半
期
.

I

.
!

 

ニI

冗

年

要1

半
期
I

 

.
:
i

ニ
九
、
七0
9

.
 

v
= 

K
,
.
.
> 

、

> 

‘ 
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,
、
：-

S

ち一
:‘

達

一

ニ

年

八

E
：

ょ
.

ム
.
，查

冗

年

：

-
1̂

月
ま
で
：
.
ゆj

;

一
；か

浑

弱

の

：

#

期
間s

l
H
r
!
r
f
®
:
e

靈
が
ほ
の
制
鹿
の
：利
用
に
ょ
つ 

て

成

な

し

き

と

モ

る

ゾ

溯

く

て
.
；

J
.

九
‘

1
1
S

弗
の
m

婚
M

數
：冗：
$

 

m

萬一

千
®

百
； -
V
:

顯
潘
な
：槽
加
を
示

a

た
り
一
で
；ぁ
る
0

、

(

人

口

ザ

に

つ

姻

壤
 

ニ一

四
伊
に
は
：
r

l

ぐ

一

と
な
る
一 
そ
し
て
貸
せ
金
額
は
開
始
^

速
：プ^^
^
^
^

に
.
該

セ

進
.

出
生
精
加
；

お^ 
.，旣
にP

ま
；： 9

ま
*

h

適

す

、

..：̂
:

め

貸

付^i
p

成

立

後

も

產

送
：
.も

：
の

香

れ

ば

.

ナ

チ

-

1

夢
 

c
:
l

ホs
:
>

['
f.

i:

f:



羅

ナ
す
X

A
 ロ
#
策

碧 

.

.

V
;
M

ハ

ス
1:.£1!

六)

百
：ヶ

月

即

ち

狗
< 
ダ
年
に4

て
：元☆
を
返f

す
る
；の
で
あ
る
が
、
：

し
子
ポ
適
れ
ん
ぱ

1|>

供
：

！

人
に
つ
.含
元
金
めS

分i

を
免
除
す
る 

の
み
か•

.
一

ヶ
年
間
返
滴
を
中
斷
し
ぅ
る
特
典
を
與'へ
る
規
：̂1
^
^
セ
あ
る
か
：<5
^
ー、
：
法
：の
：精

神

は

明

か

に

産

5
8獎

：勵

法

ネ

外

な

ら

：す

、

事

實 

妹
に
そ
の
効
粟
は
數
浮
的
に
看
取
出
來
る0
で
あ^̂

?o

,即
ちI

丸111VI

浑
め
f
f
i
生
總
數
は
★
七
！

<
、O

Q
0

自

然

檢

加

は

.！

 ！

八
0

、
o

o
 

0

で
あ
ク
た
。
翌
年
：，

C
l

九
三1

ニ
年
y
八

月

以

來

資

付

，豐

が

實

施

さ

れ

、
；
爲
に

.前
記
め
.如
各
姻
數
は
.前

年

よ

り

も

增

加

：
し
た

が

併 

し
同
年
中
は
素
よ
り
出
生
增
加
と
っ

H

顯

は

れ

る

な

べハ
：；

そ
：の
：總
纖M

九
五
七
、

0
O
0
、：

自
然
增
加
はH

1
1

八
、O

0
O

で
、 

前
年
よ
り
共
.に
；低

い

。
：然

る

に

.一

九1U

四
年g

入
っ
て
か
ら
出
生
總
敷
は

一

、1 <
1

、o

o

o

@然
增
加
は
圓
六
四
、0

O
0

と
激 

し
來
.っ
た
。

即

ち

前

年

，度

に

比

し

出

生

は

11

十
二
萬
四
千
を
、
自
然
增
加
は

U

十
三
萬
六
千
を
增
加
し
た
事
に
な
る
。
狼
ほW
生
に
よ 

ウ
て
免
除
さ
れ
た
金
額
は.！：九
三
四
年
の
合
計

4.

億

四

千

萬

馬

克

、

一

九

三

五

年

前

平

明

の

合
；；is

七

千<

百

萬

馬

克

.
に
達

し

た

。 

猶
ほ
本
法
の
：適
用
に
際
し
て
も
常
に
國
民
保
健
の
原
則
の
.考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
事
は
極
め
て
注
意
に
値
す
る
。
精
神
的
又
は
肉

體
的
劣
悪
者
は
當
然
本
法
の.恩
，渡
に
浴
す
る
を
得
な
レ
の
で
あ
っ
て
、
ナ
チ
ス
當
局
の
目
的
が
單
な
る
人
口
增
加
に
非
す
し
て
常
に
質

J 

-
 

•
•
•
•
'
•
.
■ 

.
 

.
 

•
•
•
•
»
•
-

 

•
•
•

 
i

の
向
上
を
期
し
っ
ん
あ
る
事
は
、
こ
の

一

事
か
ら
で
も
充
分
に
窺
へ
る
の
で
あ
る
。

:

.

.V

 .
S
:

靑

兒

金

.支

給

規

定

<
 

•
 

» 

•
 

•
 

•
 

.
 

V
-
 

•
 

•
•
•
•
,
►
-
'
■
•
■
- 

.

婚
姻
貸
付
が
産
免
獎
勵
の
賞
を
擧
げ.つ
X
,あ
る
事
は
旣
に
逃
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
併
し
そ
の
効
嚴
は
未
だ
消
極
的
た
る
を
認
め

, 

■ 

- 

. 

- 

. 

. 

. 

- 

.
 

/
>
.
-
.
.
.
. 

.

，
ざ

る

を

得

な
5
0 J.

出
生
每
に
元
金
の.四
分一

を
免
除
さ
れ
る
と
は
い
へ
、
元
金
の
最
高
額
は
千
馬
觉
で
あ
る
か
ら
、

1

出
生
に
よ
ウ 

ま
牆
さ
れ
る
.最
高
額
は
畢
竟

1
1

百

五

十

馬

克

に

纖

ぎ

な

，，い
。

.而

も

貸

付

金

：は
：慨

に

婚

姻

に

，充

當

し

て

了

つ

，た

の

で

あ

る

か

ら

、

，

産
兒

の
出
生
に‘よ
：
つ

B

償
遺
の
：

r

部

を
.免

除

さ

れ

たt
こ
ろ
で
：、
：
、
育

兒

費

そ

の

.，̂
の
：は

新

た.に
調
達
：さ
れ
ね
ば
：な

ら

れ

故

：に
こ
：の

鼻.
 

が

全

部

夫

婦

の

，負

ふ

べ

き

も

の

'
と

す

れ

ぱ

.、
，
：
折

角

.婚
姻
貸
付
の
制
虔.忙
ょ
0
て
結
婚
し
た
夫
婦
も
、
：子
を
產 

糊
當
の
®
躇
を
.示
す
で
あ
ら
ぅ
。
惟
ふ
に
摩
兒
獎
勵
の
實
を
徹
底
.的
に
：擧
げ
る
爲
に
は、
.
：，
：
# 

く
と
.も
モ

，な
：き

者

と

ネ

^
^
^

經
濟
的
負
擔
を
同

一

な
：も
し
め
る
：こ
と
：接
言
ホ
れ
ぱ
乎
：を
持
た
ざ
る
こ

.と
も
特
に
，利
翁
に
非
サ
、
子
ど
待
つ
こ
と
も
：特

不

利

霖

な

ら

：
 

し
め
ざ
.る
を
必
要
と
す
る
：
0
.上
記
の
婚
姻
貸
付
資
金
が
獨
身
者
の
所
得
よ
り
徵
牧
：さ
れ
る
の
も

.f 

!耍
す
.る
に
"こ
：の
主
旨
にW
す
.
.る
#

は 

言
ふ
.迄
も
み
い
が
、
俳
し
と
：れ

.化
，！̂
;つ

；；

て

實

現

さ

れ

：
る

ネ

の

は

、
窜

に

結

婚

§

高
ズ
分
姊
の
費
用
位
ひ
が
獨
身
者
；に
ネ
つ
で
鱼
擔
ざ
れ 

る
に
過
ぎ
な
ケ
故
に
雨
後
：

G:

養

育

費

，
に

ら

い

：

f

同
旨
の
原
則
を
適
用
せt

す
れ
ぱ
ゥ
i

に
：於P

は
獨
身
者
に
；
^
.
高̂
棟
&

. 

し
、.他
ホ
忆
於H

は
塵
兒
に
適
當
の
育
鬼
金
.を

支

給

せ

：
ね

ぱ

な

：
も
：
ぬ

？

.！
九

；
I

M;:年

九

月

中

冗

補

助

規

(

く
か31;dung iibei; die G
e
s
h
r
u
n
g
^

 von Kindei;beihilfen an kinderreiche Familien)

及
同
年
司
月
二
十 J、

日
の
施
行
邮
則
は
.

§
ィ
て
.次
め
諸
項
を
含
む
：

9
,
:
:
.

で
；

ン
.
r
:
:
ぐ
パ
^
^
^
^
^
^

本
法
第1:

旅
、V
,子
女
多
き
家
族
は
、
婚
姻
貸
付
に
關

f

る
特
別
會
計
ょ
り
、
請
求
に
ょ
り.

一

岡
眼
り
の
育
兒
金
を
下
附
せ
ら
る
。

施IS

細
溯
£

:條
、
：言
兒
金
.下
附
は
次
の
猪
條
仲
を
必
要
と‘す
力
、
ス

し

ン

，レ
：；，
 

；

，>
;，.，
ペ
ィ
，
：.ン 

(

a

x
雨
S

世

す

る

？

S

未
滿
の
子
供
を
四
全
は
そ
れ
以
ト
省
む
家
族
な
る
こ
と 

S

 
I
雨
顧
は
：

J

九
三
：五
年
九
す
®

餐

法

.
i

s
を

る

：人
民
I

f

 

:::、：：.

(
9
)

雨
栽
：の
：經

藤

に

：級

陷

ぶ

き

こ

，
チ

;
;
：

ナ
チ
ス
人
口
政
策
齋
韻
：

 

-

一

卞

0

七115.:



個.

ナ
チ
ス

.

入
口
ま
觉
拖
論

.
 

.
j:
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(

 

I

 :

七
二

1
.

八

)

:
(

d》

m
栽
及
か
子
女
に
道
傳
性
の
神
的
又
は
肉
體
的
缺
陷
な
き
こ
と 

(
e)
，
盲
兒
義
務
者
が
、
彼
の
：現
在
の
所
得
及
び
財
産
狀
態
：ょ
び
見
セ
、
：家
計
の

'必
耍
物
仲
を
^
^
ら
支
雜
し
得
ざ
る
事
情
に
在
る
と

,
 

'

き

ベ
、

-
.
-
..-:

厂
：
：

-.

て
へ

-:--

一
：

.V、

レ
：
，

\

ン.?. 
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/

一
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,
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.
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第
三
條(

1
)

第
.

一
條(

a )：

に
該
當
す
る
子
供I

人
に
對
し
百
馬
克
ま
で
の
育
兒
金
を
與
ふ
。一

家
族
に
與
.へ
ら
れ
る
育
兒
金
の
最
高

/
.
顧
は
千
馬
克
と
す
 

0
- 

.
'
,
‘
：

 

' 

,
 

:
v

(

ニ

馬

克

の

最

高

額

：に
：達
せ
ざ
を
間
は
き
児
金
支
給
後
生

4

た
る
子
供t

人
に
つ
き
、
'
そ
の
都
虔
百
馬
觉
ま
で
の
ぎ
兒
金
を
支

.
、
即

ち

右

の

育
i

制
虔
は
子
女
：

4

.人
，に

つ
■

眼
ね
首
馬
克
ま
で
の
補
助
金
を.支
給
ず
る
.も
：の
で
、
斯
か
る
：少
額
の
補
肋
，を

2^

て 

::

跟
し
七
；育
兒
金
と
稱.
-
>
う
る
や
否
や
せ
甚
ガ
疑
間
で0
る
。：

眞
の
官
兒
金
と
目★
ら
れ
る
も
：の
は
恐
ら
く
ペ
ル
リ
ン
ポ
の
み
に
實
施
さ 

れ
て
ゐ
る
.

Ehrenp.ajtelischaft (

名
譽
敎
父)

：
の
：制
虔
で
あ
ら
う
。
と
の
制
虔
は
ク
ラ
ィ
シ
博
士

：

の
.創
意
に
：基

き

！
九
；ニ

1四
年
四
月
以 

降
實
施
せ
ら
れ
つ-

-r

あ
る
‘も
の
.で
、
出
生
率
の
：低
き
こ
ふ
世
界
：

一

と
稱
せ
ら
れ
も
べ
ル
リ
ン
市
の
不
名
譽
を
恢
復
せ
ん
と
す
る
主
旨
に 

.出
で
.て
ゐ
る
0
こ
の
制
度
に
ょ
れ
ぱ
第
ぢ
又
は
第
四
番
自
の
産
兒
に
.つ
い
て
は
市
が
敎
父(

涨
禮
立
.會
人)

た

る

任

：
に
當
り
、

出

生

後 

滿1

¥

間

は

每

月

m

十
馬
克
を
、
雨
後
滿
十
四
歳
を
終
る
ま
で
は
毎
月

I
一
十
馬
克
を
ま
給
す
る.の
，で
あ
る
。
即
ち
そ
の
全
額
は
約
三
千 

，五
百
馬
览
に
撞
す
る
譯
け
で
、，
斯
か
る
制
度
の
下
に
於
：て
は
育
兒
の
經
濟
的
闲
難
は
玲
ど

.解
消
ざ
れ
る
で
か.

a：2i

う

ひ

.

.:1

.九
二
：一
四
ハ
ル
四
月
ニ
日
か
ら
翌
年
六
月
末
ま
で
の
成
績
を
見
か
に
申
込
數

1
1.

千
百
八
十
や
件
の
う
'ち
W
百
四
十
八
件
は
旣
に
許
可
さ

れ
、
<
百
十
件
は
調
査
中i

し
、
ず
の
九
百
二
十
！ニ
件
は
却
下
さ
れ
た
。
許
可
が
斯
く
S

な
ら
ざ
る
は
、
要
す
る
に
雨
親
の
經 

濟
狀
I

び
に
そ
の
遺
傳
素
質
に
關
す
る
條
件
が
厳
重
な
る
爲
で
あ
ら
ぅ
。
低
し
何
れ
に
し
ろ
斯
か
る
特
典
が
ベ

ル
y
ン
市

の

み

I
 

っ
て
r
在
す
る
以
上
こ
れ
ヵ
爲
に
同
市
へ

Q

人n

集
中
が
激
烈
と
な
る
恐
れ
は
充
分
に
あ
る
。
プ
ル
グ
.チ
ル
7
ァ
1
氏
は
こ
の
見
，
^
 

ょ
り
同一.

制
度
が
i

全
土
に
互
っ
て
實I

ら
れ
ん
事
を
耍
求
し
てゐ
る

の

で

あ
る
。

五

人n

政
策
的
薪
腕
法

子
女
の
多
寡
に
ょ
っ
て
生
活
費
に
大
な
る
相
逮
の
生
す
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
？

獨
逸
統
評
局
の
發
表
せ
る

撃

に

據

れ

ぱ
、
年 

牧

一

二

千

乃

至

三

千

六

S

克
の
ニ
十
八
家
計
に
於
け
る
小
兒
數
と
貯
蓄
額
の
關
係
は
次
の
如
く
で
t

o
 

.

 

、小
兒
ナ 

r
 

一

兒

■ 

i

:
 

I

,

,
,

ハ

.

1
兒
，

-

八.
1
6
0

 

-
四
.

一;
1
四

ン

ん
S

八

バ

ニ

七
6

七
、

1

J

五

す

U
け

^

 

I

I
に
'
5

の
f

左
右
す
I

右
I

■

で
あ
る
。W

も
I

f

る
。
ま

力

ヒ

ゾ

•
こ

霊

f

過
I

ぃ
わ
一
は
、
.
S

こ
ゥ
.

■

の
曲
括
1

が
全
：
^

(

註

)

拙
稿
，
‘ 

：
"
 ̂

ロ

減

退

と

*
^
の

經

濟

的

意

義

，

本

誌

邀

，

1,

十
'
六
 ̂

■
-

入
f

 

i

的
i

さ
れ
i

l

、
.

f

f
 

iま

ま

當

i

l

l

ら
i

し
I

i
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.す
チX

人p

欲
策
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(
！

貸

付

又

は

育

兒

金

，支

給

の

規

定

の

.如
：き

は

、
：素

み

セ

.
#少
.と

も
.こ
の
：
不

特

衡

を

是

1^

す
る
主
旨
に
出
で
て
ゐ
る
事
は
明
か
で
あ
る
が
、 

と
わ
主
ぎ
は
當
然
税
法.の
.原
理

：に
，も

適

用

さ

，

-
?

i:

ね

ぱ

な

ら

ぬ.O
.
V
，
ベ
/
-
^
^
^

第.一

に
所
得
税.に
就
て
見
る
に
、
子
女.の.
♦沙：：

に

應

じ

て

：
課

税

，韻

に

手

、
む

’を

加.ぺ
：
ス
，
の
.は

各

调

共

通

；
の

.現

.象

で‘：#
，
る

。

我

國

：に

1

於

：セ 

も

「

第
三
®
'ノ
所
得
三
チ
圓
以
卞
ナ
ル
ト
.キ
..共
ノ
年111.

旧1

日
現
在
ノ
同
居.ノ
戶
主
及
ま#S-

弗

働

簾
.未
摘
若
<
,六
：十
裳"
^

者

又
.ハ不滚疾ぎ

一

人
チ
付
百
圓
ヲ
ノ

®

^11.

3
リ
盤
除
ネJr

i

め
®IS

が

あ

：ぶ
。

新
P
V
.ま
所
得
；

11

千
.

5

ル
者
ザW

兒

を 

有
す
る
場
合
、
こ
の
規
定
に
ょ
ウ
て
受
く̂
9時
典
は
僅
か
十
五.圓(

國
我)

、
即
ち1:

兒
當
り
三
圓
に
過
ぎ
な
い0
斯
く
て
ナ
チ
ス
獨
逸 

の

新

税

ま
，，(
1

九
三
四
年
十
月4-

六
日
ゾ
は
次
褒
の
如
き
大
膽
な̂

^
正

を

施

し

で

あ

る

。
 

'

:

先
づ
，w
得
控
除
額
に
.，ク5

て
.は
、
家
事
使
用
人
及
び
驚
掛
金
に
つ★
年
：五
‘百
.厲

タ

腔

除

し>:.

更
に
そ
れ
以
上.

妻
.
の

，爲

: 

第1

見
の
爲
： 

，
第

.
ニ
兒
の
爲
： 

第
三
兒
め
爲
：
，
 

第
四
兒
.の
爲
：

八 六 四 三 三  
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0

馬

党

I

M

 

置

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

；

.
：

.
：

.
：

：

.

…

I

I
!

を
控
除
す
る
。
尤
も
こ
れ
は
特
に
.

「

子
女
養
ぎ
費
控
除

」
K
i
n
d
e
r
e
a
^
l
s
s
i
g
u
n
g

の
許
冗
を
與
へ
ら
れ
た
者
に
服
る
。

次
に
勞
働
者
が..同一

の
勞
働
關
係.か
ら
規
走
の
贊
銀
以
外
の
特
別
賞
銀
を
支
給
さ
れ
る
場
：

<

ロ
に
は
、
そ
の
特
別
額
に
對
し
次
の
特
殊 

贊
銀
税
を
課
す。
.
-
.
 

,

’

獨

身

者

：

.
：

：

：

：

.
：

.

.

..

.

.

..
:
.
:
.
:
,
: 

ニ 

六
％ 

-

「
子
*}3̂

養
育
費
腔
除

」

を
與
へ
ら
れ
ざ
る
者.
.
.

.

...

.

.

:

1

0

%

「

子
女
養
育
費
按
除

」

を
與
へ
ら
れ
た
る
者
：
：
第

！
兒

：
：
，
，
：
，

.
，
，
：
八'
^

第
二
兒…

：
：
.

：
：
1

ニ
ダ

第
三
兒
以
上.
..
：一

^

更
に
所
得
税
及
び
賞
銀
税
の
税
率
は
次
表
の
如
く
子
女

.の

.多
寡
に
ょ
っ
て
驚
く
べ
き
等
差
が
設
け
ら
れ
た

A

ま

r

i§
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チ
ス
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n i タ

>U fcO M
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七
ほ
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m
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t-* M  00

i

第
二
に
財
產
视
も
亦
粮
本
的
に
改
め
ら
れ
、
.失
、
：妻
及
び
子
供
は
各
々
：

f

人
に
つ
き.一

寓
馬
克
を
控
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
例 

へ
‘ぱ
！1
Rル
を
有
す
夫
婦
は
四
萬
馬
克
、
四
兒
を
有
ず
る
そ
れ
は
六
，寓
馬
：克
ま
で
の
財
産
に
つ
い
て
ほ
財
産
税
は
全
く
免
除
さ
れ
る
の
で 

あ
：る
。
獨
身
者
の
場
合
に
は

I.

萬
馬
克
を
超
ゆ
る
財
産
に
つ
，，い
：て
は
織
て
課
税
さ
れ
る
の
セ
あ
る

.か
ら
、
.そ
の
差
は
蓋
し
大
な
る
も
の

が
：あ
ら
弓

 
0

•

，.
.
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ご
：

.

.
：
：

'
,
:
.
.

: 
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.
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.

 

i.

賴
續
税
又
は
各
種
の.物

仲

税

も

當

然

人

ロ

政

策

的

見

地

か

ら

決

定

：さ

，る
べ

4

.
ぁ
：
る
：が

、

現

在

ま

で

：や

と

こ

ろ

で

は

未

だ

見

る

可

き

も
の
は
な
い
#
:う
で
あ
：る
。.特
に
®

稅
に
關
し
；て
は
極
め
て
困
難
な
る
.問
題
'が
生
じ
や
う
。
上
記
各
種
の
税
法
改
正
に
ょ
つ
て
子
女

冬
き
家
庭
の
：i

が
滅
：少
す
る
事
は
事
實
で
あ
る
が-
,俳
し
租
税
の
一
半
は
消
費
税
の
如
き
間
接
税
な
る
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
斯
か

.る
租
税
ほ4

ま
':の
人
頭
税
に
外
：
ら
す
、.，
子

女

多

き

家

庭

；

^
.無
意
識
.裡
に
寞
大
な
租
税
をA
擔
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
而
も
と
の
：
a
の
：

租
桃
を
も
修
正
：す
る
と
と
は
：そ
の
性
質
上
：恐
ら
：く
は
不
可
能
で
あ
，ち
う
？
故
に
.獨
身
又
は
子
女
少
き
者
か
ら
求
め
た
財
源
を
育
兒
金
の

形
式
'に
於
て
支
給
し
、>以
て
か
-
る̂
：負
擔
の
不
询
衡
を
補
ふ
以
外.に
：塗
は
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
。

.

-

，六

0 

.場

設

.定

>

.農
業
人
口
の
墙
加
率
が
他
の
人

n
i
l

分
の
そ
れ
に
比
し
て
特
に
高
い
富
實
は
能
に
說
明
し
た

0

,然
る
；に
近
代
文
：明
國
に
共
通
の

！

現

魚
は
農
村
人
ロ
の
都
市
集
中
と
い
ふ.こ
と
で
あ
ね
、
こ
の
黯
に
於
て
獨.逸
も
決
し
て
他
に
後
る
、
も
の
で
は
な
い0
い
ま
全
國
を
農
村

■ 

• 

. 

• t 

.1
■. 

..

(

人
口一

一
千
以
下)

、
小
れ
都
市(•"<

ロ
ニ
千
以
上
十
爲
迄

)

及
び
大
都
市(

人
口
、十
萬
以
上)

に一

二
分
し
て
そ
の
變
遷
を
見
る
に
赂
 々

次
表
の
如
く
で
あ
る◊

ナ
チ
，
ス
人
口
政
策
御
諭
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ニT 
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農
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八
七
五
字
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二

六

ろ

，一
 

,

i 九0
0

ザ 
'

-

-

^

 

:1..

九
ニ 
五
年
：>
:

,T
E

:
‘

l
r

に
、

1
九11 
ニ
ニ ii;::. 

:
:
!
1
1

•
冗
々
て

」

5

 

. 

<
1

.七B

四〕

數

(

單
位
百
萬
人) 

：

%

小
中
激
市
M 

.，大
都
市.
‘ 

V 

-.，農
H

I

小

中

都

市

，
大
都
市

リI n
l
v

冗

-一

 

 ̂

: 
.
' 

v

‘

•
，ニ
四6

1

九
•
八

H

三

ろ

ニ
 H

〈

•八

三

0

•
ニ

ッ.
.即
ち
右
冗
.十
八
年
間
に
農
村
人
：

ロ
： .

は1
1

千

六

百

萬

か

ら

？
罕

京

冗

：千

萬

に

減

少

：し

.、
小
.
中
都
ボ
人
口
は
千
四
百
萬
か
ら
！
一
千
四
百
萬 

;:

に
'、
.
大
f

人
口
は1

1

百
七
十
寓
か
ら.
チ
九
百
八
十
萬m
搶

加

，し

た

。

\;斯
％̂

て
ま
て.は

總

人

n
®

 

二

芬1

を

は

：め
：た
#

村

人

令

日
 

に
：於
て
は
僅
か
に
ニ

I

分
二
に
欺
減
し
、

れ
に
ぼ
し
大
都
市
入
口
は
僅
か
六
.
4

$

;
か
ら
.旣
に
總
人
：

ロ
： .の
：，

ニI分
.：一

、
に

接

近

す

，
る
，
め

，
優

勢

:

を
恭
し
セ
ゐ
る
の

.

，.

で
れ
，る

'0
 

.

 
.
:

 

-

 

-

 
V.
 

-

 

,
.:

,:.

斯

ぐ

市

が

急

激

に

膨

腹

し

：
つ
：，

あ

：
る
の® I

に
農
村
人
ね
の
流
入t
e基
く
の
セ
あ
☆
て
、：

：

大
都
市
そ
の
も
め
自
然
増
加
率
は 

極

め

て

低

い

め

で

あ

：る
。
：
ペ
ル
リ
ン
；市

の

如

：含

に

至

：
つ

P:

は

死

亡

：が

出

生

を

起

過

し

：、
例

べ

ぱ

l

iニ
.七
年
に
は
死
亡
率一

1,

•
四
に
謝 

し
、
出
生
率
は
僅
か
に
九•九
に
過
ぎ
す
、
從
つ
て
死
亡
超
過
は
人
口
千
に
ウ
き

一

•
冗
で
あ
る
。
而
も
若
し
同
市
人
口
の
年
齢
#
成
を 

考
慮
し
て
前
述
0
精
率
を
：算
出
す
れ
ぱ
岀
生
精®
は
七
.，
六>
:
‘
死
：
亡

精

奉

は

：：

一

七
•，四
と
；ほ

り

、

死
亡

i

ほ

實

に

九V
八

の

高

き

に

達 

す

る
◊
プ

ル

グ

デ

ル

プ

：
ァ
、

氏

の

計

算

に

：據

れ

ぱ

、
ッ
ベ
ル
：リ
シ

.市

，人
口.は
、.若
し
他
ょ
り
の
流
入
なU
ど

假

定

を

ば

、

！

九

ニ

五

：ギ 

の
：

四
百
萬
人
は
.

I .

九
：五.H

年
にT

二
百G

五
萬
人
> 

ー.九
<
五
：年
に
百
圓
十
セ
萬
入
、

H
Q

1
:

五
.年
に
：：

W

萬
人
> 
ニ0

.

四
五
年
に
ニ

*

十
三
萬
冗
サ
人
、.
1
1
0
セ
五
年
に
は
僅
か
九
萬
人
に
減
少
れ
る
事
に
な
を
。
，素
よ
り
ぺ
ル
サ
ズ
は
出
生
率
の
低
位
に
於
て
世
界
第
ラ
の

-
 

稱
あ
る
特
殊
都
市
で‘あ

る

か

ら

、
，

 

粒
の
評
算
の
給
果
が
そ
の.ま
.レ

他

れ

大

都

市

，に

も

維

用

さ

れ

.る
督
は
^
^
5が
、
 

併
し
類
似
の
傾
向
は 

各
所
に
發
見
あ
れ
る
の
で
ル
る
タ"
.

斯
く
て
人
口
增
跳
の
有
か
な
る

1

手
段
は
、
勉
め
て
人
口
の
都
市
集
中
を
防
止
し
、
費
民
を
し
て
極
力
そ
の
本
來
の
土
の
上
に
定
着 

せ
し
む
る
に
在
る
こ
と
明
か
で
お
る
。
併
レ
離
村
の
現
象
は
近
代
農
民
の
人
生
觀
の
變
化
と
か
、
又
は
農
業
そ
の
も
の
、
行
詰
り
と
か 

の
所
産
に
外
な
ら
すY

從0

て

に

T

片
の
命
令
に
よ
つ
て
能
く
こ
れ
を
阻
止
し
ラ
る
性
賞
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
爲
に
は

！

方 

に
於
v

^
は
重
農
の
思
想
を
鼓
吹
わ
る
ど
共
に
r

他
方
‘
に
於
，て̂
^
お
れ
^
:
b
J商
能
れ
ら
レ-
i
b
^
<
^
農
村
政
策
を
樹̂
:

せ̂
ね
ぱ
な
ら
ぬo

そ
し
て 

ナ
チ
ス
當
局.の
こ
の
離
面
に
對
す
る
努
力
は
大
い
に
見
る
可
き
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る

0
.

す
す
ス
の®
^

想
：

i

振
據
が
民
族.基
上
主
義
に#

资
る
ぐ
と.
は
雷
ふ
迄
も
な
い
0

.

そ
じ
で
；
^

等
れ
：理
解
ヤ
を
民
旗
な
る
も
の
は
、
.：所
謂 

「

危
と
.

地
/
^
:
^
;
!粮
底
と
す
る
も
の
1

^

^
€
.み
>

も
.

？̂
よ
か
し
で
當
然
ポ
地
わ
蹈
^

セ
&

に
歉
ボ
も
尊
藥
が
生
れ
て
张
&

§

サ
あ
る0
っ
レ
ジ
：
 

へ
ス
バ5

V

ハ
は
昨
年
の
國
際
人

e
£

寧
會
譲
の
：席
上
、
先
-

ひ
如N

>

宣
言
し
た
力

C

菩

タ

繊

逸

人

に

取

つ

：
て

は

、
：

'

農
民
ほ
単
に

1
:

ヶ
：
の
職
業
階 

紙

れ

る

並

あ

ら

ず

、
.

又國
民找
しネ
银

1

れ
職
業I

e

救
た
を"
に

此

あ

ら

賞&

ロ.が
民
族"
©

^

®

參

も
.

も
d

で
あ
る
。 

吾
人
の
紙
先
は
，
何
れ
も
農
民
で
あ
ウ

#
=
^

ン
養
が
路
族
ホ
、*^
.が
血
統
的
に
普
が
民
族
#

:

同
脑
會
に*
^

る
限
れ
べ
.悉
ぐ
農
民
よ
り
出 

で

故

に

農

炭

は

吾

人

の

根

で

あ

る

0

根
な
ぐ
し
て
樹
は
あ
ら
す
實
は
結
ば
す

9

農
民
を
決
し
て
缺
く
可
ら
ざ
る
所
以
は
こ
れ
が
爲

で
れj

O

众J
.
-

ね
‘/
 

レ ：' 

-
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ナ
チ
ス
人Cl

政
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槪
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ニ

力
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セ
®
六)

當

局

は

絕

ぇ

す

か
-
る̂
思
想
の
普
及
に
勉
め
る

！

方
、
着
タ
具
體
的
方
策
を
進
め
ウ.
あ̂
る
。
そ
の
代
表
的
な
る
も
の
が
農
場
設
定

のilk

肅
で
れ
を
か'
.
. 

.

,

,

.

;

.

ッ'當
局
はI

九
三一

ニ
年
七
斤
ゼ
四
日
ゥ

「

撒
逸
齋
路
新
課
法J (Gesetz zur N

s
b
i
d
u
n
g

 deutschen‘：B
al
I
e
m
t
u
m
s

ノ
を
發
布
し
，
各 

服
.ぬ
農
場
#
新
說
し
て
，こ&
ど
希
望
者
'に
安
懷
に
分
配
ポ
る
方
針
を
確̂
:
た̂
0
‘，

1

九
|
:ニ©
年

末

ま

で

：
の
：

.獲
得
地
面

镜

は

百

ー

！

十
萬
へ 

ク
夕
1
ル
に
達
し
> 
ぅ
ぢ
，七
ヤ
四
萬
へク
グ
，
ル
は
旣
に
盤
理
，さ
れ
て
穴
萬
七
千&
新
農
揚
が
設
立
さ
れ
た0
即
ち.T

農
場
の
平
均
.面 

積
：̂
十
.ベ
ク
タ
.！
か
以
上
で
、
從
前

均

面

積

ニ

へ

ク

タ

，
r
一
が
弱
に
比
遙
か
：に
廣
大
な
る
も
め
わ
る
。
地
理
的
に
は
新
農
場
は 

概
じ
て
來
部
地
方
に
讓
中
し
て
ゐ
る
が>
.
:こ
：
れ

ホ

單

に

該

地

^
:
;
|
が
人
：0
稀
雜
に
し
て
出
地
の
獲
得
が
容
易
な
爲
の
み
で
な
く
、
：實
は
多 

分
に
取
事
的
意
義
を
含
む
事
は
大

5
に
注
目
さ
れ
て
*
*
^

'

斯
か
る
土
地
の
八
刀
配
に
與
る
爲

S

資
胳
は
.一

あ
ニ
四
举1

E
：

十
八
日
附
の’
布
告
に
明
示nj

れ
て
ゐ
る
？
即
ち 

(
T
)

あ
分
な
る
農
事
能
力
を
具
ふ
る
こ
と 

' 

健
康
な
る
遺
傳
素
質̂
^
有
す
る
こ
と：
K

 

,

(

1

3
獨
逸
民
族
の
血
統
者
た
き
と
レ 

'(

四)

他
に
徹
險
を
及il

す
が
如
き
性
格
を
有
せ
ざ
る
こ
と

<
1
^
0
バ

妻
帯
者
又
ぽ
少
く
と
も
婚
約
者
た
る
こ
と

"
旦
妻
又
は
許
婚
は
上
記
の
四
ヶ
條
に
該
當
す
る
こ
と

0
.

1

九

三

四

ギ

の

込

者

は

r

五
、
丸
四
八
名
に
達
し
た
が
、
う
ち
合
格
者
は

一
1
、

三
三
三
名、
' 不
合
精
者
ニ
、
九
四
四
名
、
未
定
者

1

、
六
五
0
名
で
あ
っ
た0

選

定

に

際

レ

て

は

子

供

の

多

‘
い

家

族

ほ

I

先

權

墓.へ

ら

れ

る

？

最

後

に

，
：
合

将

者

廣

入

懷

格
の
少 

く

も一

割
を
自
己
の
資
産
よ
り
支
拂
ふ
必
要
が
あ
り
、
最

初

の

！

年
間
は
無
利
息
禁
年
よ
り
は
ニ
，
.五
ギ
の
利
息
を
支
沸
は
ね
ば
な 

ら
ぬ
•タ
故
に
か4

農
地
の
獲
得
に
は
少
.か
ら
ざ
る
財
産
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
假
令
き
資
格
に
缺

く
る
と
こ
ろ
が
あ

ゥ
て
も
、
若
し
優
秀
な
素
質
の
所
有
者
た
る
こ
と
が
霞
さ
れ
、
ぱ
、
特
に
規
定
の
保

gig

人
を
立
て
る
と
と
に
よ
つ
て
許
可
さ
れ
る
場

合
か
あ
る
0
.

猶
ほ
既
に
農
地
を
有
す
る
者
で
そ
の
霞
が

.狹

隙

に

失

す

る

繁

に

、
，：：
，こ

れ

に

附

加

地

を

與

へ

ん

と

す

る

r

隣
地
農
場」

^

1

1

.
 

I

I

)

な
る
新
規
定
が
.！
九
蓋

年

.ニ

兰

ヤ八
日
に
聚

表

處

だ

タ

紫

末

各

ほ

に
 

一.
ニ一、

0
8

Q

小
農
家
が
合
計二
八
、 

O

O

0へ
ク
夕
-
ル
を
與
へ
ら
れ
た
が
"
耕
地
面
積
の
擴
大
ぱ
當
愛
の
農
家
の
收
锋
の
植
加
を
來
す

で
あ
ら
ぅ
か
ら
、延
い
て15い

 

多
く
の
子
女
を
扶
養
し
得
る
事
と
な
ら
ぅ
。

：

r
"セ

人

種

法

と

猶

太

人

間

題.

シ
出
生
率
の
激
減
よ
り
延
い
て
將
來
人
口
の
漸
次
的
消
減
を
褒
ひ
、
と
れ

S

策
に
：腐
心
し
T

t

の
は
必
t

も
獨
逸
の
み
に
止 

ま
ら
な
い
。
婚
姻
及S

兒
の
i

l

洲
の
他
§

國
に
於
f

成
ゎ
i

度
に
i

せ
ら
れ
て
t

の
で
あ
る
。
然
ら
ぱ
上
記
の 

ナ
.チK

政
府
の
人
口
槽
加
藍
な't

の

は

；
、

畢

竟

他

と

i

と
原
則
的
に
はf

.
l

に
す
る
も
，の
で
あ
り
、
從
.つ
て
こ
れ
を
以
て
獨 

逸
に
®
殊
の
も
f

ほ
認
め
ら
れ
な5..

と5

ふ
事
に
な
る
0
事
實
、：

ナ
：チ
ス
人
：

n

政
策
の
特
異
f

寧
み
人
口
：.の
.素
質
に
關
す
る
方
面 

に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
素
質
のf

向
上
を
以
て
人
政
策
のi

た
ら
じ
む
べ
き
.で
あ
る
^
^
^

ナ
チ
ス
人
口g

锻
槪
論 

4
.

.
n

七

2

七S
4
0

き

r
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力

政
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へ
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:
^
、

べ
撒
會
於
る
瓶
：に
こ
み
に
觸
れ

F

わ

★見れば私一が
特に

'
ー
チ
ス
人.は
一
一
驚
、に
興
味
を
惹
か
れ
る
赚
以
ぽ
自
ら
明
か
で
あ
ら 

ぅ

。
"
脈

ぐ

て

私

：
^
.
以

下

来

章

と

次

章

に

於

P.，

嗽
#

九

：
巧

十

五

R

に
懷
布
さ
れ
た

一.

さ

ね

法

律

、
却
ち
民
族
の
純
潔
を
一

i

と
ず
る
.
1獨 

逸
の
血
と
風
巡
の
名
默
保
3
や
る
爲 

D 法
舉 s

o
e
s
e
t
z 

2n
m
i

 

s
‘chut:ze des

てdeutsdfen Blutes

一
 u

n
d

 des 

dê
utsbhen 

E
h
r
e
)

離

び
に
离
取
の
徹
康
を
目
的
ん
す
を
：

「

卿
逸
風
.民
の
盤
傳
嫩
廣
お
保
護
や
る
威

6

法
俄
'

」
.(Gesetz- 

N

I

: Schutze ,.der..Erb̂
sundileî

 

V
I
S
)

を
基
讚
と
，じ
て
そ
要
ど

#
ベ
れ5

と

瑪

ぶo
猶

ほ

使®d
q
、

以

下

に

於

：で

前
#
,
「

人
糖
法」

、.後
者
を
.
 

「

遺
傳
健
康
法」

と
呼
ぶ
事
と
す
る®
^
:

- 

. 

,
 
i‘
 

：：
：\ 

,
 

/ 

.
/ 

\

-
 

俳
太
利
の
'フ
ァ
シ
ズ
ム
及
ぴ
獨
逸
の
ナ
チ
ス
が
共
に
全
體
主
義
的
世
界
觀
に
立
脚
す
る

こ
と
は
遍
く
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
全 

黑

'綠
に
從
へ
ぱ
t
個
人
は
そ
の
鳳
す
る
全
體m
從i

ホW

も
◎
で
あ
か
、：
と
れ
點
に
於
て'個
人
を
中
心
と
見
做
す
自
由
主
義
に
對
立
，
 

す
W

O
併
し
と〜

に
言
ふ
全
體
と
は
抑
も.何
を
指
す
あ
る
か

P
,
:
;
晋
人
ほ
'

s
V

の
.解
舉
ぬ
掛
遂
に
、
饼
太
利
ア
ゾ"化
.力
.
.

4

と
撒
逸
ナ
チ 

ス
と
ホ
#

逮
を
賤
見
し
ぅ
る
の
あ
る

-
0即
：ち
各
タ
ソ
わ
：1
.
1
ー：>に
從
へ
ば
V
"全
體
と
ほ
國
家
で
わ
り
、
ヒ
マK
:え
！
に
從
へ
ぱ 

i

で
.あ
る
。
國
家
至
セ
主
義
と
民
族
至
上
主
義"
こ
の
對=̂5

こ
そ
現
在
の
ニ
大
フ
ャ
シ
，ズ
ム
形
態
を
特
徵
づ
け
る
イ
デ
オ
ロ
.ギ
ー
，に 

外
な
ら
なS

。：

即
ち
民
族
な
る
概
念
？

太
利
フ
ア
シ
，乂
ト
に
よ

0

モ
全
ぐ
無

視

せ

ら

に

對

し(

註
'

1
y

じ
タ
ト
ラ
I
の
理
念
及 

び
辦
動
ね
极
服
は
實y

こ6

槪
あ
に
ま
る
と
.い
づ
て
よ5^

の
.で
あ
る
？
ヒ
め
ト
ラ
一
日
くH
民
族
的
世
界
觀
ほ
、
：人
種
的
耍
素
の
中
に 

人
類
の
意
義
を
認
め7
t
:
:
そ
れ
はg

则
的
に
は
、
國
家
の'中
に
、
目
的
に
對
ヤ
るI手
段
：の
み
を
見
の
み
で
あ
；

o
、.，：v

の
目
的
と
，し
て
、 

人
！
？̂の
人
i

银
在
の
維
持
ど#

へ
て
ゐ
る
。
か
ぐ
の
如
く

3
,

て
"
：
：
その世嚴觀決

.
て̂
人
®
のIf

等

を

信

す

る

もお
く
、

I

人
.種
の
差c

及
び
.そ
の
®
値
の
高
卞
を
認
め
、
こ
の
認
識
に
ょ.つ
て
、.
.こ
わ
宇
宙
を
支
配
す
る
来
遠
め
意
志
に
從
つ
て
、
優
者
、
，强
者 

の
勝
利
を
要
ま
し
、
劣
者
，
弱
者
の
從
屬
を
要
求
す
る
義
務
を
感
す
る
の
で
あ
る
。
民
族
的
世
界
觀
は
か
く
の
如
く
し
て
、
原
則
的
に 

は
、
S
然
，の
貴
族
主
義
的
振
本
思
想
を
懷
き
、
こ
の
法
則
の
安
當
性
を
最
後
の

1

人
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
を
信
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ 

れ
は
、
人
棚
の
種
々
な
る
慣
値
を
認
め
る
の
み
な
ら
す
、
個
人
の
種
々
な
る
價
値
を
認
め
る
も
の
で
あ
る

」

。(

註
ニ)

註I
:

加H

哲

一

氏(

現
代
の
全
體
主
義
國
家
諭"
.本
誌
咋
年
九
號
ツ
の
次
め

'

1

文
か
引
用
を
許
さ
れ
た
い。

/
,
,

‘

，ナ
チX

の
生
張
は
、
人
種
的
耍
素
な
る
も
の
が
瑕
本
的
間
題
で
み
る
，し
か
る
に
、
ィ
タ
り
，

•
t
v
>

ク
シK

ト
は
人
轉
理
論
に
策
て
、
大
な
る 

:

興
味
を
持
た
な
い
ば
か
れ
：で
な
く

"
入
種
間
题
に
對
し
て
，
無
関
心
的
態
度
を

‘示
し
セ.ゐ
る
。
ム
ッ
ソ
"
i
u
!は
.そ
：の
：.ル
，
ド
ウ
ィ
ジ
ヒ
と
の 

I

の
中
で
に
っ
い

i

や
ぅ
に
い
っI

。

.

n勿
論
最
早
純
粹
狀
態
の
人
菌
は
居
な
い
。

ユ
ダ
ヤ
入
で
も
混
血
し
て
ゐ
る
。

一

民
族
の
美
と
力
と
を
生
ん
だ
も
の
は
、
資
に
此
の
目
出
度
い 

.

人
種
の
交
叉
に
あ
％

人
種i
n

個
の
感
情
で
あ
っ
て
、
想
實
で
は
な
い
。
九
十
五
パ

r
セ
ン
ト
は
感
情
が
道.入
ウ
て
ゐ
る
。
：
私
は
人
種
が
幾 

何
か
純
粹
だ
と
云
ふ
生
物
學
的
證
明
は
斷
じ
て
出
來
得
る
も
の
で
は
な
い
と
信
じ
て

.ゐ

.る
。
ゲ
ル
マ
，シ
人
が
高
尙
な
人
種
だ
と
.公
言
し
て
ゐ
る 

入
々
は
思
講
に
も
撤
ウ
て
ゲ
ル
マ
ン
人
で
な
い
人
々
ガ
あ
る
。
一
ザ
ピ

/
オ
は
プ
ラ
，
ン.ス
人
"
デ
チ
ム
バ.
1
1レ
？
ン
は
ィ
ギ
リ

X

人
、
ウ
ネ
ル 

ト
：ヤ
シ
ほ
チ
ダ
：ヤ
人
、
，

.ラ
プ
，
ジ>
も
又
，ク
ラ
：

V

ス
入
だ
力
し.
、
^
^
^ ̂

-

(

註
5
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加
田
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右
諭
文
中
の
譯
文
に
ょ
る
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斯
か
る
，民
族
至
上
生.養
が
を
の
人G

政
策
に
ぼ
.映
ず
.る
：の
は
蓋
：し
當
然
の
；

I
t

緒
一
あ
.る
。
：
彼
等
わ
想
想.は
ゃ
獨
逸
：.
© 土
は
獨
逸
.の
血 

，に

ょ

や

て

充

た

さ

れ

る

み

い

ふ

事

や

あ

:

咋&

發
布
さ
れ
.
人̂

種

法

，
は

實

に

.て
の
理
：想

め

其

體

化

に

外

激

あ

赛

：s

あ
.，で

あ

る

。
偷

法
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.
.
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政
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H
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(

！‘セ
§

)

は
セ
ケ
條
よ
り
.成
り
、
更
に
十
七
.ケ
條
に
互
る
細
則
を
持
っ
。
，成
文
の
主
'旨
に
日
く r

獨
逸
の
血
の
純
潔
が
獨
逸
：民
旗
の
存
績
の
前
提 

た
を
認
め
、旦っ獨逸國民を

1:

切
の
將
來
に
互
っ
て
，保
讚
せ
ん
：と
す
る
不
屈
の
；欲
求
、よ
り
.，
.議
會
は
圣
會
ニ
鼓
次
の
.法
律
を
可
決 

せ
り」
と
。
斯V

て
：第一.

條
に
i

人
と
猶
太
人
と
の
結
婚
を
禁
止
し
、
第
.

一

S
に
同
じ
く
獨
逸
人
と
猶
太
人
とQ

婚
姻
外
の
性
的
關 

係
を
も
禁
此
し
、
第
三
條
に
至
：っ
，て
は
獵
太
人
は
四
十
冗
歳
以
下
の
獨
逸
獨
人
を
家
庭
に
使
用
す
る
を
禁
じ
て
ゐ
る0

第
四
條
は
猶
太 

人
に
對
じ
獨
逸
國
旗
の
使
用
を
禁
す
る
も
の
'で
あ
り
.、.第
五
條
以
下
は
上
記
各
項
の
遂
反
に
對
す
る
葡
明
の
規
定
で
あ
る0 

之
に
よ
っ
て
明
か
な
通
P
、
人
種
法
と
は
要
す
る
に
猶
太
人
排
斥
法
のI

っ
に
外
な
ら
ぬ
0
蓋
し
ナ
チ
ス
の
人
種
理
論
に
從
へ
ば
、
 

ア
リ
ア
ン
：

S

 (

こ
れ
は
勿
論
獨
逸
族
を
ま)

が
地
上
の
氣
の
文
此
創
造
者
た
る
に
韻
し「

猶
ポ
人
は
何
等
の
：文
當
勞
を
も
有 

せ
ざ
る
も
の
.で
あ
る
。
蓋
し
こ
れ
無
く
ん
ぱ
人
類
め
眞
の
向
上
な
t
と
こ
ろ
の
.理
想
主
義
が
彼
等
に
存
在
せ
す
又
存
在
し
な
か
つ
た
か 

ら
で
あ
る
0,
.敌に
.彼
等
の
智
能
.は
決
し
て
建
設
的
に
作
用
す
るrMJ

な
く
、
反
對
に
.
.
:破
壞
的
に
作
用
.す
る(

註1

0 
,
故に斯かる 

民
族
と
の
，

「

混
.血
及
び
そ
れ
に
基
く
人
種
水
.準
の
低
下
こ
そ
古
き
.文
化
の
'死
‘減
の
唯！

の
原
因
で
あ
る
。
蓋
し
人
類
は
敗
戰
に
よ
っ
て

減
亡
す
る
事
は
な

5

が
、
之
に
反
し
純
潔
な
る
血
の
み
に
示
さ
れ
る
!
^
の
抵
抗
力
を
喪
失
す
る
事
に
：よ
っ
て
減
亡
す
る
か
ら
で
あ
る

」

(

驻
ニ)

®…

\ 

.

(

註一
)
£tler. Mein Kampf, a 332

(

註一 D
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•

ナ
チ
ス
當
局
が
斯く
も
頭
强
に
緋
斥
し
っ\
あ
る
糖
太
人
は
：，獨
逸
人
口
統
計
に
於
て
抑

も
如
何
な
る
地
位
を
古
め
て
ゐ
る
，か
。
偶
々

I

八r

斬

(

十一

月
九
.

日
：}

私
め
序
許
に
到
着
し
た
パ
リ
ー
統
計
協
會
雜
誌
十
月
號
に
は
躺
に
っ
獨
逸
に
於
け
る
猶
太
人

」
(

r
®
" 

Juifs en 

A
l
l
e
m
a
g
n
e
)

と
題
す
：る
ネ
シ
日
ク
氏

(

9
 I

c
h
o
k
)

の
統
評
的
解
說
が
收
め'ら
れ
て
ゐ
る
。
材
料
の
新
鮮
に
し
て
記
述
の
溫
健
な
る 

を
感
ぜ
し
む
る
好
論
文
で
ぁ
る
か
ら
、
以
下
大
⑩

こ
れ
に
從
つ
て
概
述
し
や
ぅ
。
不
足
の
駆
は
マ
グ
ダ
セ
ン
の

「 Î
2,

s
s
f

 

I
 bevol- 

k
e
r
a
l
p
o
n
t
i
s
c
h
e
s

 

Riistzeug. 

Zahlen, 

Ges^tze 

u
n
d

 

Vei： ordnungen, 

1
9
3
6
」

に
ょ
つ
て
補
ふ
事
と
す
る
。

全
：世
探
に
於
け
る
猫
太
人
現
在
數
は
約
千
四
百
萬
乃
至
千
七
百
萬
と
推
定
さ
れ
、
：，北
米
合
衆
國
，.

(

三
百
六+

萬)

、

露

國

(

五
百
一
一
十 

萬)

、
波
蘭
'
01

百
八
十
.萬〕

のm

ヶ
國
は
最
も
多
く
の
猶
太
人
居
住
地
で
ぁ
る
。

.鍋
逸
に
於
け'る
純
猶
太
人
、
即
ち
猶
太
敎
に
屬
す
る 

猶
太
人
：

(
m
o
l
d
l
e

 

J
a
e
n
)，

の
：數
並
：び
に
獨
逸
總
人
口
に
比
す
え
千
分
比
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

ぐ

 

.

貴

191ぬ
1925

1933

0
0

-

5
3
s
,
§

.564,379

499,6S2

ゆ
ちI

九
ニ
五
年
か
ら
、
ナ
チ
ス
政
播確H

の一

九iii:

三
年
ま
で
に
纖
太
人
は
旣
に
六
萬
千
減
少
し
"
總
數
も
冗
+
萬
弱
、
獨
逸 

思
人
口
千
人
に
つ
き
僅
か
七•
七
人
に
過
ぎ
な
.s
o
素
ょ
り
如
上
の
純
猶
太
人
以
外
に
可
成
り
多
數
の

「

準
猶
太
人」

即
ち
猶
太
敎
に 

屬
せ
.ざ

る

猶

太

人

及

E

次
又
.は
二
次
の
混
血
猶
太
人
が
居
るが
、
そ
の
正
確
な
數
は
不
明
で
あ
る
。
ゲ
ル
ケ
に
從
へ
ぱ
前
者
も
後
者

も
共
に
約
六
十
萬
即
ち
計
H
1
十
萬
で
あ
り
，
"
ゴ
，ンテ
ィ
に
'從
へ
ぱ
前
者
三
十萬
、
後

者

七

十

五

萬

即

ち

計

‘百

0
冗
萬
で
あ

る

.
。

こ

れ

•
 

.
 

.

ら
準
猶
太
人
の
：法
律
上
の
，身
分
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
©
"
?
’

ナ
チ
ス
人
ロ
政
策
槪
.
論

(
1

セ

お1)

^



I
1;

ナ
チ
ス
人
跃
I

論

C
:
I

セ
遂
ニ0

"ぐ
：

S

ま
純
猶
农
人
の
み
に
；
.つ
，̂
で
そ
の
出
生
；̂
お
見
る
に
次
表
の
示
す
が
如
く
驚
く
べ
き®
南
で
あ
る
*

特
l

i

l

の

ダ

ね

：
シ
ー
：
ャ

I

f

:

に

於

で

は

僅

か

■

ざ
る

.

低
率
ど
示
じ
た
。-

r

r

;

'

:

:

:

-

ぐ̂
^
^
^
^
 ̂

..

.

廣

1S75

1SIOO

1910

M
i

©
鍵 
一.
口
.
.
 

40.0 

37.9 

30.

び
1
S

P
7

20.4

15.71
S

斯
力
る
低
率
が
將
來
の
獵
太
人
々
口
を
激
減
：す
し
む
る
で
あ
ら
ぅ
事
は
明
か
で
あ
る
が
，
こ
の
，事
は
彼
等
の

.年
齢
構
成
を
！
督
す
れ 

ぱ
ょ
り
明
瞭
で
あ
る.
次
の
表
に
據
れ
ぱ
彼
等
の.間
に
幼
少
，Cl

少
ぐ
、
寒人

.：

の
多
き
こ
と
が
容0^

に
看
取
さ
れ
る
。
例
へ
ぱ
獨
逸 

人

ロ

に

於

.
て

は

十

四

歳

未

滿

者

は

人
C

百
に
つ
き11
十
i

を
數
：へ
る
に
對
し
、
猜
太
人
に
：於
て
は
僅
か
十
六
人
を
數
へ
る
に
止
ま
り
、 

反
對
に
四
+
冗
歳
以
上
の
老
人
は
獨
逸
人
口
に
於
，て
は
二
十
.八
人
弱
な
：る
に
對
し
、
猶
太人
に
f

は

殆
どg

十

人

に

近

い

の

で

あ
る
。

I

靈
 

0
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6

♦
.
辦
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A
,
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‘
.

節
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域

輝
 

%

24,318
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颖
鍵A

p
r
s
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6
-
1
4

 

1
4
1
1
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1
6
1
2
0

 

2
0
1
2
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2
f 45 

45-—
65 

65

だ
ト

54,7S6 

7,11

な 

20,747 

34,31« 

160,2:10 

145,546 

52 

も

 47 

499,682

11.0

1,4ね.

1

6.9

g.l

29.11
§

100,0

14.0s

5
.

ゆ 

9.5 

W2.6 

2
P
7

■ 

s 

100.0

更
に
現
在(

一

九
三
三
年)

生
産
年
齡
即
ち
滿
十
六
龍
以
上

g

十

五

歲

ま

.
で

の

猶

太

人

I
X

ニ 

！'五
、
ニ4

3
0

人
の
性
別
を
見
る
に、
•
 

次
の
表
の
示
す
が
如
く
著
し
く
男
女
の
均
衡
を.
し̂

、

は

.
^
千

人

近

i

子
人
口
を
超
織
レ
てゐ
る

.
。

.
綠

婚

を

極

處

 

に
伽
限
さ
れ
た
彼
等
の
間
に
於
て
は
、
こ
の
過
剩
女
子
人
口
は
恐
ら
く
獨
身
に
終
ら
ざ
る
を
得
ま
い
。
こ
れ
は

！

.層
猶
太
人
口
の
將
卞 

を
暗
朦
た
ら
し
む
る
も
の
と
見
な
く
て
は
な
ぢ
ぬ
0
,力
！
.ン

氏

；
^
,
會

て

彼

等

Q

低
出
生
卒
を
从
.て
し
て
は

I

九
S

年
に
は
ニ
九
！r 

0

8

人
、

一
九
冗C?

ま

は

四

！
 5

、0
0
c
}

人
、1

九
六0

ギ
に
は111

四r
o
Q
Q

人
、r

九
七
0

年
に
は
ニ
六gr

 
0

8

人 

に
減
少
す
る
とlilS

算
し
た(F* 

K
a
h
n
l
D
e
r

 intematiilelGebllrtenstreik, 

1930:’ ssr,32,43

ノo 1 

ロの
數
字
は
じ
ッ
ト
ラ
，.

5=̂ 

#
樹

ま

：霉

前

を

基

礎

-

U,

す
.る
も
の
セ
あ
.る
か
ら
、
今
日
の
如
く
ニ
方
に
於
て
は
癒
婚
そ
の
他
に
っ
き
幾
多
ひ
'制
眼
を
受
け
、
也
方 

H

於
S

之

が
爲
5

外
1

者
や
s

i

勢

め

，
下

に

；
於

て

は

、
彼

f

消

減

も.決
t
i
.仏

將

は

楚

；
：
な

い

.タ
^
^
^

'ど

I
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四

a

も
：五
®)

ん
す
チ
ス
政
府
：の
下
；に
於
オ
多
數
の
難
ホ
入
が
外
國
に
避
難
し
た
事
は

#
赁
：

で
；：

ホ
る
'が
、
：そ
の
數
は
か
：で
は
麻
ル
。
.

H
a
m
s
l
;
.
N
r
.

ま

，：：̂
約

：九

萬

人

と

推

走

し

て

-.‘
ゐ
る
-
}

r
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ぺ：

r
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斯
く
獨
逸
猶
太
*
<
: 口
は
^
め̂
出
生
取
及
び
ギ
齡
構
成
か
ら
、
假
令
放
任
し
て
も
辄
次
消
減
に

I® 
く
蓮
命
に
あ
る
：に
拘
ら
す
ゥ
、ナ
チ
ス.
 

當
局
が
全
カ
を
擧
げ
て
こ
れ
が
腿
迫
に
膨
燕
す
る
と
す
れ
ぱ
、
彼
等
の
恐
る
、
も

o
,が
獵
太
人
の
舉
な
る
數
に
非
す
し
て̂
v
t實
カ
に 

あ
る
こ
と
は明
か
で
あ
る
。.實
に
猶
太
人
は
.、
.
.數
の
上
で
は
獨
逸
人
口
百
人
の
：ぅ
ち
僅
か
！
人
に
も
當
ら
ざ
る
劣
勢
で
あ
る
が
、
而
も 

火
戰
後
の
政
治
的
、
經
濟
的
、
文
化
的
！
^
.は
'科
學
的
活
励
に
は
目
覺
し
き
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ

〜

に
そ
の
詳
細
を
傅
へ
る

餘
裕
を
持
た
ぬ
が
、4
金
融
市
場
に
於
け
み'彼
等
の
勢
力
の一
例
と
し
て
ペ
ル
リ
シ
：取
引
所
に
就
て
見
る
と
、
計
百
四
十
七
名
の
粋
部

\

.

.

.

.

.

.

.

.

及
び
委
員
中
"
賞
に
百
十
六
人
即
ち
約
八
割
は
彼
等
の
字
に
占
め
ら
れ
た
。
ベ
ル
リ
ン
各
劇
場
の
經
營
も
同
綴
八
割
は
猶
太
人
に
ょ
っ 

て
行
は
れ
た
。
其
他
各
地
大
學
の
敎
授
も

j I

割
乃
至
五
割
は
猶
太
人
、
全
獨
逸
の®
者
の一

割
三
分(

ペ
ル
リ
ン
市
の
み
で
は
四
割

<

 

分)

は

猶

太

人

、

パ

、ル
，
タ

ン

市

の

辯

讓

士

の

五

：創

、

プ

ロ

シ

ャ

の

.そ
れ
の
三
割
は
猶
太
人
で
あ
っ
た
。
新
聞
、
映
®
及
び
出
版
事
業
の 

大
キ
が
同
じ
く
猶
太
人
の.手
に
ょ
っ
て
行
は
れ
て
ゐ
た
事
は
何
人
も
知
る
と
こ
ろ
セ
あ
ら
ぅ
。

一

言
に
し
て
言
へ
ば
、
獨
逸
國
內
の
中

P

I
I

I
III
：•

I

.植

的

地

份

は

、
數

に

於

て

殆

ど

言

ふ

に

足

ら

ざ

る

智

太

-

，お

，
^
,
め̂
、
ぼ

；
る

。

サ

ザ

^お̂

^
^

し
て
彼
等
か
ら
容
赦
な
く
こ
れ
ら
ガ
须
位
を
奪
ひ
挺
へ
し
巧
-
太
人
は
.最
早
や
國
家
の
要
職
に
就
く
を得
す
、
文
化
的
又
は
經
濟
的 

方
面
の
.活
動
も
殆
ど
抑
膨
さ
れ
て
了
っ
た0
獨
逸
猶
太
人
は
對
外
的.に
は

獨
逸
國
路
タ
は
あ
る
が
、
動
內的

に

は

，
：
！
般

外

國

人

.と

毫
も 

異
ら
ぬ
奇
怪
な
る
存
在
とな
り
終
つ
た
の
で
あ
る0

.

: 

.

乍
饥
"
獵
太
人
は
旣
に
ム
く
よ
り
獨
逸
國

C

に
：居
住
し
、
雜
婚
に
よ
っ
て
そ
れ
：血
は
相
當
廣
き
に
，互
‘
◊
て
傳
播
しP

ゐ

る

ホ

純

粹

の
'
 

猶

太

人

の

外

に

多

數

の

準

猶

太

人

び

存

る

邮

に

，1 i
n

し
.
^
®
^
、觀
か
.，る
齋li

か

下

に

.
}
^
っ

て

ほ

獨

逸

民

族

と

猶

太

人

と

の

服

界 

を
確
定
す
る
事
.は
極
め
て
困
難
で
あ
ゎ
、.，̂
學
的
に
は
全
く
不
可
能
と
言
っ
て.よ5

で
あ
ら
ぅ
。
若
し
多
少
と
も
猶
太
の
服
を
液
む
獨 

逸
人
を
總
て
猫
太
人
と
數
へ
ん
か
、
恐
ら
く
莫
大
な
：

-
=
:
:
^
1
1

部
分
は
失
.は
れ
て
.了
ふ
で
あ
ら
ぅ
0
斯
ぐ
て
冗
人
を
以
て
猶
太
人
と
見
紋
す 

ぺ
き
か
は
全
く
當5

人
爲
的
規
定
に
俟.っ

在

な5

事
に
な
旣
述
の
人
種
法
に
於
け
る

「

獨
逸
ル
民」

と
は
斬
.
て
或
る
程
度 

の

混

血

を

許

容

さ

れ

た

も

の

：
：に

外

な

ら

ぬ

。
、
該

法

に

於

け

る

is

義
は
複
を
極
め
、
文
字
に
よ
つ
て
說
明
す
る
事
は
困

f

思
は
れ
る 

か
ら
、
次
の
圓
表
に4

て
と
れ
に
代
へ
る
事
に
す
る
。
と
れ
に
よ
っ
て
人
が
猶
太
人
な
る
か
、
又
い
か
な
る
程
度
の
混
血
兒
が
結 

婚
を
許
さ
れ
る
か
だ
明f

な
ら
ぅ
C (

W
中9

 !

ニ
七
演
のI

次
混
m

の
欄
に
於
け
る「

M J

な
る
文
字
は「

混
血
兒」

を
示
す
o
y

<
/

國
民
保
健
規
定.
r
 ' 

ニ 

リ

：
.
<

獨
逸
民
族4

血
の
.純
潔
を
保
持
せ
ん
が
爲
の
‘上
記
.の

人

種

法

は

、

全

く

ナ

チ

ス

特

有

、
の

人

種

理

論

に

基

.く
も
の
で
あ.り
、
從
っ
て
こ 

の

種

の

人

霞

の

存

在

答

fi?

國

に

於

て

は

斯

.が

る

法

令

は

今

後

と

雖

發

ま

-

ま

f
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-
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ナ
チ
ネ
人
ぬ
政
律
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H
八

(
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4
^五

0

 

り
出
發
せ
る
次
の
政
策
：
^

必すしも獨有：

0

も0
4
*
1

は
な
く
ゾ
V

事

實®

め

幾

在

、
®

:

"々
‘

1
^
:

於

我

少

の

差

こ

そ

あ

、

、 

可
成
り
廣
く
採
用
さ
れ
て
ゐ
ル
で
あ.る
0:を

， .
}

て
特
に
我
國
の
如
く
、
近
時
：國
民
體
力
の
低
下
が
朝
野
を
寒
心
み

.

め
‘
っ
、
あ
る
が 

如
き
國
に
取i
o
て
は
ザ
以
て
他
山
の
石
た
ら
ど
べ
き
多
く
の
晴
示
を
與

i
r

る
で
$

ら
ぅ
0

、

由
來
獨
逸
は
醫
學
及
び
社

會
衛
生
擧
の
中
心
地
で
あ
か
、
：：

#
實

そ

の

施

設

.
の

宪

備

を

る

こ
ど
は
獨
逸
の
以
て
常
に
世

界

に

：
誇
る
と
こ

r.
.
....
'.

ぃ
.- 

• 

.... 

- 

.

.

.

.

.

.

 

■• 

.

.

.

.

.

ろ
で
あ
る0
然
る
に
も
拘
不
健
康
人
口
び
割
合
は
決
し
て
他

§

文
明
諧
國
よ
り
も
少

5

と
.は
言
べ
れ
い
。
人
間
活
動
の
.墓
本
耍
件

..,r:
 ,- 

- 
• 

■
 

,. 

S . 
• 

.- 
\ 

.
:. 

.... 

, 

■
'
.,

,

が
健
康
に
在
る
と
す
る
な
ら
ぱ
，、
i
こ
の
ホ
面
の
.素
質
改
善
は
單
な.る
人
t
數̂
の
增
加
よ
4
:
^
も
恐
：，̂
^
>は

遙

が

ポ

；
^
.
要

と

さ

れ

る

害

で

あ

.

.

マ-. 

.....
 

：

...

リ.，.
.

る
。
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ン

.
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ン
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；
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■

民

族

衛

生

の

‘主

旨

に

基

ぐ

改

善

方

策

は

ナ

チ

ミ

.政
權
確
立
^

に
極
め
敏
速
に
激
額
め
法
命
ど
な
っ
て
發
布
さ
れ
た
。

I

九 

三
三
年
七
月4

^

日q:,「

遣

濃

3^

防
止
法
/
"同
年
十一:

月11

十

四

日

の

，；

「

危

敝

な

る

犯

罪

常

暫

者

と

そ

の

，保

全

及

.び

改

^

に
對
す
る 

法

律」

等

こ

れ

で

あ

り

、

ニ
九
ニ

$

年
十
月-F

八
日
'
.に
ホ
n獨
逸
國
民
め
.遺

傳

敷

保

遣

傳

傭

⑩&
;

)」

な
る
極
め
.て
徹
底
的 

法
律
の
發
布
れ
得
る£

至
タ
た
。
以1

^
’©

順
f

追
つP
ぢ
め
i

ど
述T

だ
-
^

『

，
广

,

.

.

.
'
、

'
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；
/

.

-
>

ベ：ル.

V
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_ 
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- 

■

(

a)

遺
傳
病
兒
防
止
法：

(Gesetz ZUI:,

づ
ヶrhatung erbki;anlcen N

a
c
h
w
u
’dlses)

ね
主
旨
は
そ
，の
法
文
の
中
に
明
か
で
あ
る
。

. 

•
: 

-
. 

.

第一

将

0
-
0
®

學
經
驗
上
黨
大
森
る
、两體剩

1
?
<は
精
神
的
進
傳
性
疾
患
に
惱
む
1
^
;
敏
を
^
^
,
^
|
5
;
^

あ
る
遺
|
8病
患
者
は
、
外 

\

科
手
術
に
ょ
っ
て
生
殖
力
を
剝
媒
ホ
を

-
^
.
事
あ
る
べ
し® 

.

'
第

！
條A

C
O

と
、
に
晉
ふ
遣
傳
性
畫
と
は
-以
下
の
.疾
病
を
指
す
。
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.
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.
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s
l
l
B
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i
i
i
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i
i
^
.
i
g
a
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i
i
i
i
p
i
i
g
i
i
l
i

§
i
i
i
i
M
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
^

.

.

先
天
的
精
神
蔣
弱
、

.

早
發
性
疲
采(

精
神W

離S
D
、
.，

躁
徵
病
，

(

囘
歸
狂)

、
.
' 渡
像S

跡
、

舞
膨
傲
、.
遣
傳
，W
目
。
0

0

0

.
 

"
(
i
-
R

な
る
遺
像
⑩
嗽
跟n
:
'
:
ヴ

ゾ

り

^
^
^

第
：̂
.條
い(

3) 

isii

症
海
精-i-

秦
者
も
亦
M
衝
'さ
を】

事
.仏
る
べ
し
0
マ
ー
ム
：一V
-
'
.
A
. 

:

v

ぺ
:

:

:

.

‘
、
，
：
.
：

,
:
.

 

第
1
1條
ゾ
-手
術
.の
"
^
^
£
^

ぽ
は
謝
種
さ
.る
ぺ
き
歡
人
よ
り
爲
す0
.
.
,
.

當
ん
•が
未
年
，
の歇合

^
は
、'法
律
的
代
理
人
よ：o

爲
す
タ
但
レ
後
見 

.
，
め

裁

刺

卵
.の

評一?

を

耍

で.
.；-
ま

.
，
/
.
り

 

'，
リ' 

.

K

:
.‘ 

.

第三

§

 ,

.箭風は更に次
れ第於申得

：
…

、
へ
乂：
’
、
、
. 

S 

:
.

ぃ

.

：

.

.

.

.

*

パ
つ"
2
,

)

‘
，赏

晦

の

兽

師

：：

(

3
病
院
>
银
齋
服
叉
ぱ
刑
務
所
の
败
容
敦
に
對
し
て
は
所
長 

歡 k=i 

條、
か
；̂

.

進
傳
赚
膨

 

&判
脈
’

(E'l̂

 

化
資 iJilMtsg&CEt )

：

に
於
て
爲
丈
 

0 

‘
. 

：，

‘ 

"

/

第
十m

^
v

c
n

;
.

法
律
的
ネ
繊
の
費
用
は
國
庫
が
負
嬉
し
、

0
1

)

.
，
醫
學
的
處
置
の
費
用
は
、
健
康
保
臉
加
入
者
に
對
し
て
は
該 

^

ム
播
臉
盤
肅
が
、
：無
救
恤
驚
に
對^
^
て
：^
救
：1
圓
體
が
|
1
:齋

す

べ

，
ぐ

、

>

^

の
他
の
#

<

^

1に
ほ
サ̂
}
^银̂
あ
^

,

:

國̂
章
が
食
擔
す0

: 

た

更

ゆ

ま

ぜn

十i
f
f

日
加
に
於
で
ン
厥
離
脈

^

腺
離
か
ひ̂

殖
可
能
の
遺
傳
患
者
は
斷
種
手
術

A

經
た
後
に
非
ざ
れ 

ぱ
照
所
ホ
る
わ
得
す
が
を
れ
、

4

ハ
月±

十
六
日
の
改ii

法
に
於
て
め'、
赚
入
敢
者
に
し
で
縦®

ハ
ヶii

?

以
内
り
者
は
、 

特
W

の
®

合

き

、：ソ墮胎を施

-すこと：

^

資
し
た

'
0
.プ.
- 

^

、

本
法
命
ル
遺
傳
疾

H

ル傳播を防：
す
を
目
的
と
，するものでぁる料、

「

傲し社

.
#衛
生
事
の
見
地
よ
り
す
れ
ば
、
右

粒
 

ん
で
犯
艱
智
者
に
獸
レ.や
も
ポ
法d

原
則
お
適
風
す

’f

き
於S

か
，る
ほ
言
ふ
，迄

も

か

ま

ぁ
.

レ/
J

の
衝
の
犯
罪
紫
は
極
め

ス
人i ：!

欺
,
觀i

赚
 

S
 

.

.
: 

a

セ

を
：

>
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デ
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人
，ロ
政
策
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K
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セ
{ハ。)

多
ぐ
の
場
合
ぐ
異
常
性
格
の'所

有

者

で

か

〜

る
性
格
は
精

.神
病
^
同̂
じ
く
高
*
の
；遣
傳
性
を
持
つ
か
ら.で
あ
る
。
斯
く
て 

(
b
7
:
T

龍

臉

犯

g

氣
齋
紫
}
ぼ̂
か
の
保
誰
及
び
耽
善
の
手
段
に
關
す
る
激
雞
ぶ

Gê
etz:

ボgen::gef

がi
h
e

 G
e
w
&
&
e
i
t
s
-

 

ye.I;brecEer‘§
d.&er:Massregeln der 

Sicherung u
n
d

 w
e
s
s
e
r
u
n
g
)

は
略
々
次
の
規
定
ょ
り
成
るo
第
一
に
保
全
及
ぴ
改
善
の 

#
>膨
と
レ
^
ほ̂
：ポ
，
，病
院
收
容
，£

、-
,飲
酒
癖
鎭
1
^
^
所
收
容
、’三
、
！̂
務
脈
収
容
、
‘

M
r

 M
®

ゥ
.冗
、
'
危

臉

れ

る

性

的

犯

罪

者

の

去

勢 

六
"
就

繁

齋

な.七

，'國外追舉げテベく、卷

1

に
特
性
的
犯
罪
敦
に
就
て
は
、

.
"他
が
滿
二
十r

鎭
の
男
子
に
し
て
斯
か
る 

行
爲
を
！

1

同
以
上
犯
し
、-
篤
に1.
年

上

め

刑

；̂
處
せ
ら
れ
だ
る
場
合0 

ル

臉

な

性

的

犯

罪

者

れ

る

歇

合

に

は

、
假
令
か 

、
る
輕
藤
な
く
と
も
去
勢
さ
れ
る
の
で
あ̂
。̂
，ノN
 

‘
.
，

, 

. 

:,,
 

- 

ン
；

(

C
 )

獨

逸
風
愿
遣
银
撒
保
■
法
-
-
-

婚
姻
'
健

康

法(
G

を
を 2

：u
m

 

S
c
l
i
u
t
z

 

d
e
r

 

E
r
b
g
e
s
u
n
d
h
e
i
t

 

d
e
s

 

d
e
u
t
s
d
i
e
n

 

V
o
l
k
e
s

I

E
h
e
g
e
s
g
d
h
e
i
t
s
g
e
s
e
t
z
)、

は
同
じ
ぐ‘
き
賞
衝
傳
か
豫
防
を
目
敏
と
す
；

^

婚
娜
規
定.
で
あ
'
‘を
o
.
\

第

.！
條

(
1.
)

先

項

に

該

當f

紫
は
錯
娥
す
る
を
得
す(C

O

婚
約
者
の
一
方
が
、
相
手
又
は
子
孫
の
健
康
に
重
大
な
る
危 

險
を
及
ぼ
す
恐
れ
あ
る
傳
染
性
疾
患
を
有
す
る
場
合
、

(
b)

婚
約
者
の1

方
が
未
成
年
な
る
場
合
、
又
は

j

時
的
後
見
人
の
下
に 

一一ッ：.立
つ
.場
合
：：

(

ヶ)

婚
約
者
の
一
方
が> 
此
ギ
な
り
と
て
も
、
；齒
民
健
膨
上
給
婚
が
不
適
當
^
;認
め
ら
る
、
が
如
き
精
神
障
碍
を
有 

す
る
場
合
"(

d
.

)

婚
約
者
の
，

一,'.

方
が
、
衝
傳
病
兒
防
止
法
に
規
定
さ
る-
造̂
傅
疾
患
を
有
す
る
場
合0
一)

尤
も
d
項
の
規
定
は 

婚
約
の
相
手
方
がi

殖
能
力
な
き
場
合
に
は
適
用
せ
ら
れ
す
。

|
^
^
ニ
條
：
婚
姻
に
先
だ
ち
、
婚
約
者
は
第.プ
條
の
婚
姻
障
碍
の$
|
:せざ
'る
皆
の
婚
姻
能
カ
證
明
書̂
:
^
提
出
す
る
を
耍
で
.

.

•

m
II
I
I
I

：|

I
II
I
i

I

i

i
i

i

I

第
三
條…

n
〕

赂

す0
0

婚
姻
障
碍
が
婚
姻
後
に
發
生
し
た
る
場
合
に
は
、
該
婚
姻
最
初
か
り
有
劾
と
す

。
:

本
法
令
は
更
に
第
八
條
か
ガ

b''

規
定
を
有
す
る
が
、.そ
の
本S

日
は
以
上
を
以
て
盡
さ
れ
て
ゐ.る
の
で
あ
る
®

.
‘
，、
.：
；
：

ん

..蛛

.：
，

'.論

バ

，

-

/
■ 
-
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:
:
: 

■
 

> 
■
 
■
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■
 

: 

- 

■
 
• 

■
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i 

. 
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'r- 

.

私

は

：か

上
.

y:

ほ

つ

；
‘て

ナ

：
チ

ス

め

；
激

的

人

口

，
政

策

Q

大
樣
を
傅
へ
韻
た
と
信
す
る
。.併
し
；旣
に
指
摘
し
た
通
り
人
口
政
策
な
る
も
の 

は
元
來
國
家
の
維
時
發
展
の
基
礎
政
策
に
外
な
ら
す
、
從
ウ
：て
凡
ゆ
る

.國
家
政
策
は
、
，多
か
れ
少
か
れ
人
口
政
策
と
關
聯
を
有
す
る
害 

で
あ
る
，。
，就
中
住
宅
贈
遊
、

水

鼓
•一
交
通
費
ギ
め
料
が
問
勝
、
勒
等
敎

JE

資

問

敷

の

如

，ネ

社

會

政

策

は

银

に

多

に

人

口

政 

策的
®
!
:

か
ら
奪
察
ざ
'る
.ぺ
^
性
質
ひ
も
れ
.で¥

る
。.例
へ
ぱ
獨
逸
の
，戰
後
に
於
け
る
撒
る
産
兒
制
限
の
主
要
な

1

原
因
が
使
宅

リ/
'ふ
レ
.
.广
ゾ.ゾ
工U 

ハ
す：
H 

:
 

:
 

V:

:
.
,

へ：
'
:
,
.
:
.
.
-
v
r 

：
r 

:.

: 
. 

,■ 

,

-

.

難
に
あ
る
と
は
多
數
識
者
の
指
摘
，

J

て

ゐ

，
る
，
と

と

，
ろ

で

あ

る

。

數

年

前

獨

逸

各

地

に

設

け

ら

れ

'た
近
代
的
集
團
往
宅
は
、
言
ふ
迄
も
な 

く
往
宅
‘難
緩
和
の
自
的
お
出
で★
も

；
の

で

あ

る

が

ゾ

而

も

そ

.の
#
造
た
る
、
主
と
し
て
，小
家
族
、
..特
に
夫
婦
の
生
蔣
に
は
便
利
だ
と
し 

て
も
•
決
し
‘て
大
家
族‘を

悠

を

し

得

る

：
性

質

め

も

.の

.

.で
は
な
い.
0
:
,
.

斯
く
て
チ
，チ
ス
：政
麻
の
卞
に
於
け
る
住
宅
建
設
の
，方
針
は
、
當
然
重 

大
な
*
變̂
化
れ
示
す
に
至
？
^
た
り
で
あ
も。
：：..‘
VV

:::

飲
に
私
の
.表

題

を

能

細

に

論

述

せ

ん

と

す

る

な

ら

，ば
，、

‘恐
ら
ぐ
は
龙
大
な
る
：箸
臀
の
れ
武
お
採
ら
ざ
る
.を
得
ま
い
。
本
論
文
の
内
容 

は
斯
く
て
間
®
の
，中
心
的
部
^
5に̂
過
ぎ
ざ
る
事
を
記
億
せ
ら
れ
た

S

の
：で
あ
る
。
做
し
記
述
は
不
備
と
し
て
か
、

：

ナ
チ
ス
人
口
政
策
の.
 

自
的
が
數
の
檢
加
ぇ
素
質
の
改
善
と
に
在
る
こ
と
は
充
分
に
紹
介
し
得
た
わ
考

.へ
る
シ
然
ら
ぱ
斯
か̂

o政
策
ょ
ル
吾
人
は
何
を
學
ぴ
得

る
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口
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ナ
ゃ
ス
合
政
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槪
論
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C
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七
六
ニ)

ズ
.ま

に
"

.

國
昆
保
健
の
目
的
に
出
す
る
政
策
は
、
國
民
體
力

®

下
の
間
題
がs

i

劍
に
論
議
さ
れ
来
っ
た
：我
國
に
と
っ
七
最
も
參
海
せ 

.
&
0
ぎ
幾
多̂

2

$

重
：の
晴
§

を

與

ふ

る

も

の

で

あ

る

ン

：：：

惟
.

ふ
に
個
人
ぬ
生
活
力
が
彼
め
精
®
的
肉
體
的
條
赚
さ
に
よ
っ
て
，決
定
せ
ら
る 

も
以
上
、
.’個
人
の
集
圓
た
る
國
民
の
生
活
力
も
亦
そ
れ
に
よ
り
て
，決
定
せ
ら
れ
る

#

は
！|

お
％

ほ
0
,
'不
健
齋
な
ろ
人
口
は
、.

服
，
^

そ

の
數
は
い
か
.に
多
ぐ
と
ル
ン
到
底
大
な
る
能
力
を
發
揮
し
得
る
曾
は
な
.
W
.
O
.
-

然
る
に
我
國
の
現
狀
は
如
何0
.お
のf

す

：

(

十
月4

-

四
日

, 

, 

• 

' 

、. 

.

.

.
，
.

東
京
朝
0
新
聞
所
載)
，：は
よN；

そ
の
風
相
を
要
約
し
て
ゐ
る0 

.

. 

.

.

.

. 

.

.

.

.

. 

• 

.

、

:I

'レ
：悪
化
す
る
國
民
睛
力

'問
題
に
對
b
ど
，ル

な

對

簿

を

講

ず

べ

ぎ

か

~

^
を
談
す
る
學
興
會
主
傅
の
各
省
職

<!ln

協
議
會
は
旣報
の

如

：
*
^
十

二

j 

.

.

. 

::v;.r

遂
後
四
§
.
はf

水
交
社
！̂H

偕
--

内
務
省
のf

間P

生
局
ぴ
南
辟
、
大
西
雨
按
肺
ゾ
文
部
省
め
岩
原
體
育
課
長
、
東
大
の
.永
弁

潜

、
林 

-

.
春
部
！
^
士

い^^ザ
の

：戶
田

法
111̂

4
:|、

^

灣̂

の

財

部

^
:
?
、

♦
■

男

：
ぜ腐
し
各
方.面
.か
ら
盤
集
し
た
國
民
の
保
傭
狀
熊
に

■
す
る
統
計
資
科 

に
墓
い
て
協P

を
重
ね
た
結
果
非
常
時
に
直

‘g

し
て
國
民
體
力
が
遂
低
下
し
っ

>f

あ
る
こ
と
は
實
に
憂
慮
に潜
へ
ぬ
の
で
邊
生
、

食 

糧
、
衣
住
.の
四
都
門
に
分
も
、

J

れを
！
！

分

科

會

と.し
て
"
傷
生
は
永
弁
傅
出
.、

氣

糧

は

薪

資
源

筒
長
官
，
衣

併
はi

a
：

傅 

..‘.

を
そ
|

^
分
料
會
委
員
長̂
決̂
造
ユ
更
^
2
.
近
ぐ
各
方
面
の
灌̂

が̂
養
艮
に
要
敬̂

3 

ま
を
編
成
し
に
わ
た
か
て
ぞ
れ
ぞ
、
 

A :

，れ
慎
霜
挤
究
を
進.め
お
上
、
，
國
民
體
力
の
向
上
に
關
す
る
根
本
對
策
を
摘
立
す

.る)

£

に
な
っ
'お
、
W
J
'の聯
合
協
識
會
.に
お
い
て
最
も
注
目
さ 

,:::‘：

れ
や
は
內
称
省
の.南
崎
i

が
内
閣
統
；
局そ：.

の
他
の
統
針
資
料
に
基
い
て
作
成
し
た
民1

の
槪
況』

で
,
そ
の12；

容
の
槪
耍
は
左 

の
如
く
で
あ
る
が
こ
め
®

表
に
よ

C
V

て
我
賢
の
保
健
狀
況
は
結
核
の
蔓
延
、
赤
網
そ
の
他
傳
染
病
の
滑

加
、
近
視
、

願
齒
の
檢
加
、

精
純
.：；

g

 

激
の
滑
.

賞̂
に
憂
慮
す
べ
き
規
狀
に
あ
る
。

；

■"マ
‘
.，‘
"

.
$
r

書

⑦
"
ネ

ば
-
ゾ

-

.

ゾ
-
-
.っ

"

*•
 
i..
 

^
 

f
 

^
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•- 
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• 

♦ 

•
-

.出
生

率

は

大

正

九

を1

と
U
て

漸

低

下

の1

途
を
迪
り
ウ

.1

あ
る
、
铁
し5;;rJ.

般
死
仁
率
、
死
霞
率> 激
死
亡
率
は
近
時
稍
ほ

I
I

I

I
I

レ率
を
示
じ
て
來
た
於
ま
だ
默
欺
主

要
，
國

氣
す
.るli,

は
.至
.
^
ホ"
殊
に
，緒

乾

の

：！
^
き
ご

at

は

の

"彰

か

、一加
ふ.K3

に
綠̂
核 

リ
が
S

‘期
に
お
け
る
兽
原
因
か
串
た
る
こ
と

.は
乳

劝

霜-IJ

率
と
共
に
人
口
動
態
上
の
ニ
大
不
快
事
で
、
結
核
死
亡
は
昭
和
九
年
に
お
い
て

更

に

篇

率

を

，
示

る

は

.ま

目

に

.
値

す

る

U 

.

丄

一

：
-
.
.
.
ふ

：
.
：
ぃ

‘
ぺ 

-

ド
'
:
' 

V 

. 

-
.
Y

.
,溯

满

厥

況

，
は

消

北

，器

の

疾

患

滴

も
多Y

.
V

次

，
は.服

、
：
耳
等
の
.感
覺
器
め.疾
银
へ
.呼
吸
器
の
探
微
、k
膚
及
ぴ
皮
下
結
綺
組'織
の
疾
患"
，
#
: 

經If

の

，疾
患
の
順
位
、
軍

-C

に
あ
り
て
は
陸
海
共
に
第

】
i

ぎ
化
器
病
、
ニ̂
外̂
膨
、.
.ミ
位
皮
|
1病
、
四
位
呼
吸
器
病
の
職
I
T
, 'ハ
牛
離
別
に
ほ 

乳

断

を」

.ガ

歳

ム
.义

一

十
.四
歳
ま
で
ゆ
權
廣
者
多
ぐ
、
ま
た
急
神
傅

^
^
.取
激
ほ
箭
，近
银
々
十H簿
狄
上
-に
奪
し
最
か
多
發
や
る
の

ff. 

疫
顿
ザ
！̂

潜

風

の

嫩

向

が

み

膨

ゃ

‘プ
ハ
ス
、

：

パ
.ラ
ゃ

TV

ぶ

、
、
ギ

マ

ァ

わ

X
ベ
獵̂S

熱

の

勝

、
"
ト

ぇ

ル

及

.び
が
體
察
生
虫
ほ 

:.1

者
は
肋
！̂ハ

蜜

、
パ
：學
生
を
通

P

お
最
近
歡
减
し
：

あ
：る
も2̂

意
.
1
め
.ホ
視
及
か
麵
齒
は
漆
激
滑
め
傾
向
に
あ
る

。
：
' 

V

.

.

.
,

:
精

^

病

：
.：
.は

堪

だ

4

<

多

^
^
最

，沢
八
墓
一
!
.

千
1
1
!
百
六
す
五
入
を
算
し
人
ロ

一

霞
に
っ
き
十
二
入
强
を
示
し
て
ゐ
る
、
次
に
國
民
の
體
格
を
批 

溯
サ
る
に"
梵
づ
兒
章
生
质
に
っ
き
ぼ
榮
養
狀
態
を
見
る
に
小
學
兒
寬
は
半
數
が
甲
，
中
學
校
は
小
學
校
よ
り
梢
良
、
女
學
は
甲
が
六
劇

e
-レ 

"膨
か
良
い
，.ま
た
激
育
槪
況
は
小
學

21̂

意
に
れ
い
は
男
！

ff

の
甲
の
割
合
は
各
氣
ど
侧
じ
.ニ
駒
よ
り

一

ま

i

ハ

灰

あ

ぼ
ニ

削

八.

分
よ
り 

"割-2?

分

の

間

っ
.て
女
，兒
へ
方
が.撒
良
、.中
學
校
、か
ゆ
甲◊
割
合
：

gl

割
跋
上
ル
も
か
お
く
お
學
校

1：：%

五
割
'以
お
の
-
^
一
仏
多
ぐ
大
隨
女
ひ
"
方

• 

■ 

.
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'1.: 

い.：
.
.
マ
.
/
:
‘
，.レ
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r 
:
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ぉ

霖

ゴ5:1,

昭
和-f

银S
-
S
!

割
蘭
谱
種

f

ニ
制n

分

親

敏

參和
-?̂.

紫

®

M

錫
：

丁‘の
ー1敏

1系
七
膨S

ボ
ナ'
®
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巧
後
天
的
不
健
康
は
鶴
癖
及
び
生
海
狀
熊
の
，改
善
，に
か
っ
て
：歡
處
ま
得
ダ
が

<
^
^
ま
0

。〕

併23;

窗
加
すrC>

人till

カ

ー
お
非
常
時
か

0

 

物
ね
戚
膨
に
風
：
般的困雜ね齋慮オル

K?.

現在

> 造
：.TI ；

般

，
生

活

水

準

；

敢

，
に

Sfc
；：

ぜ
☆
れ

ぱ

寧

，が

夢

風

！

^
あ
ら
ぅ
0
.
 

醫

辦S

黯
に
於
て
も
ゃ
我
國
は
此
厥
有
數
か
餅
學
國
化
⑤

ぢ
諧
ヶ
ヤ
ら

^
'も
の
恩
蟲i
國̂
民
'ね
カ
部t
^
:
^
d

ば
i
}
,
る
貧
咐
階#
に
：̂

殆
ど 

チ
J

念

化

欺

槪

發
 

S
 

(

ナ
セ
六
ま



•f，.

ナ
チ
ス八

1
2

政

策

概

論
. 

断g
j

 

(
f

セ
へS

)

いd

で

あ

る？
. ♦

か

てM

g
及

び‘
®
民

傲

臉

S

一
制
定
.に

よ

ウ

.て
こ
の
不
備
を
補
各
こ
ど
が
：驚
衝

S

备
務
と
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。 

"レ#B.
に
、バ
遣
⑩
的

能

康

に
®
っ
は
斷
種
以
外
に
途
な
き
こ
と
明
か
で
あ
ら
う
？
精
祿
癖
：，
；癒
掛
等
の
宿
命
的
疾
患
を
®
.
っ
て
生 

れ
3
:
^
^
サ
れ
人

.々は
、
％

1
^
&貴
任
に
辦
ざ
：<
?不
幸
^
對̂
し
で
路
身
刑
：1

且
吿
さ
れ
た
極
め
ぐ
向
情̂
ぺ
き
存
ま
で
あ
り>
.こ
'れ
に
出
來 

う
る
誤
り
の
’
®
安
を
與
ふ
る
か
同M
ヴ
道
德g

義
務
で
み
る
o
^
.
然
る
，ね
現
在
の
驚
に
於
て
：
^
斯
か
る
人
み
：の
大
部
分
は
簾
も
受
け 

す
監
視
*
^
;
受
け
す
、
常
人
と
同
樣
に
巷
を
横
行
し
つ
あ
る
。
不
完
全
乍
ら
監
置
せ
ら
れ
っ

-
あ̂
る
患
者
は
、
精
神
病
者
約

一

萬
ニ
千 

名、瘤
病
旨
六
千
六
苗

#
.に
.過
ぎ
ホ
、
其
他
の
患
氣
は
殆
ど
全
部
絶
任.お

れ

‘
て

ゐ

み

か

で

あ

る

6

社
♦
に
對
し
て
負
擔
と
危
臉
を 

及
ぼ
す
以
外
に
何#
め
貴
献
な
き
こ
れ
ら
れ’人
タ
ぱ
、
依
然
と〕

て
結
婚
-

殖̂
の
自
れ
ど
保
有
し
、
自
己
の
不
幸

43̂

子
孫
に
傳
へ
, 

次
代
の
§

を
I
獨
.せ
し
あ
，っ

あ

る

。

ゾ
：

：
：.
.
.：
.
r
-
n
.
.

ベ
.
’
M
バ
^
^
^
^
^ ̂

•

斷
糊
法
は
，®
 

>
.
個
人
.天
賦
の
播
.利
を
侵
{
す̂
1
:
^
?
:
-
^

の
，
理

由

か

ち

反

對

さ

れ

る

。

併

.

由

主

義

的

社

：會

に

於

て

す

ら

"

倘

人

が

絶 

對
の
i

を
許
さ
れ
る
が
如
ざ
は
社
會
生
活
？
^
の
.も
の
-
\本
質
上
到
底
.あ
れ
得
な
い
の
ザ
粒1
^
0 .ま

會

生

活

に

不

安

と

危

險

を

及

ぼ

す
 

恐
ぶ
る
因
子
は
努
め
て
挑
除
さ
れ
の'が
當
然
で
あ
っ
て> 
斷
種
法
'の
f

性
：̂
张
ホ
ぐ
ひ
.
地
か
ら
是
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
加 

之
、
單

に

の

間

題

まH

 

A

始
め
か
ら
社
會
|

象

た

る

こ

：ま

^

は

間

ル

V；

‘溯
，̂
で
あ
ふ
，ぐf

廢
子
を
指
し
て
子
寶
と

i

ふ
の
は
、
そ
の
將
來
に
大
な
る
明
待
を
腺
け
う
る
か
ら
で
あ
つ
て
、
そ
の 

場
合
に
始；̂

;

子

：
を

持

ク

親
.の
：
喜

び

：
が

生

れ

て

來

る

：
の

'で
あ
ら
力
。
-
: 

:

,

;

.r ::: :. 

.

. 

: 

- \べ
：：
.
 

第
三
に
'、
.
‘人®
的
純
料
を
傲
持
せ
ん
と
す
る
ナ‘チ
‘ス
の
政
策
は
、
旣
に
述
ぺ.た
通
か
、
ナ
チ
ス
特
有
ひ
人
衝
諭
に̂
脚̂
す
る
‘も
の
で
、

必
す
し
も
科
事
的
根
據
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
に

1

義
的
批
判
を
下
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ら
う0
劣
等
人
種
と
の
混 

血
が
人
種
的
水
準
を
低
下
せ
し
め
る
で
あ
ら
ぅ
こ
.と
は
、
遺
傳
學
の
原
理
か
ら
推
し
う
る
で
あ
ら
ぅ
。
併
し
或
る
人
種
が
客
觀
的
に
劣 

等
な
り
や
否
や
に
容
易
に
判
別
し
ぅ
る
も
の
や
は
な
い
。
獨
逸
に
於
て
柳
斥
さ
れ
つ

-
あ̂
る
猶
太
人
が
、
果
し
て
如
何
な
る
點
に
於
て 

劣
等
な
'る

か

を

明

瞭

に

說

明

し

ぅ

る

人

，は

あ

る

ま

い

タ

：私

は

本

文

中

に

、
：，彼

等

'の
俳
斥'ざ
る
、
所
以
は
、
寧
ろ
彼
等
の
能
力
の
拔
な 

:
2
0
.
に
在
-る
’を
指
挪
し
た
0 

,
故
に
.彼
等
を
挑
斥
す
.る
^
|と
に
ょ
つ
て
、
假
令
人
種
的
純
粹
は
向
上
さ
れ
る
と
レ
て
も
、
文
化
的
水
準
に
果 

し

で

傲

下

な

：：き
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